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───────────────────────────────────────────────

○出席事務局職員

事 務 局 長 佐 藤 記 一 次 長 堀 子 義 人

主 幹 兼 議 事 係 長 蝦 名 良 平 総 括 主 査 成 田 敏 教

主 査 附 田 準 悦 主 事 外 﨑 容 史
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───────────────────────────────────────────────

午前１０時００分 開議

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） これより、予算決算

常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は28名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

13日に引き続き、議案第59号令和４年度弘前市

一般会計歳入歳出決算の認定についてを審査に供

します。

４款衛生費に対する質疑を続行いたします。

まず、創和・公明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、櫻鳴会の御質

疑ありませんか。

◎１２番（齋藤 豪委員） おはようございま

す。

決算書92ページになります。４款１項３目12節

委託料。ずっと下のほうに公衆トイレ清掃業務委

託料ということで、これはどこのトイレか教えて

ください。

◎環境課主幹（佐藤 秀樹） 公衆トイレの清掃

業務委託料ですけれども、場所は南塘町バスプー

ルのところになっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） あそこ１か所です

か。

◎環境課主幹（佐藤 秀樹） 環境課のほうで清

掃業務を委託しているのは南塘町の１か所でござ

います。

◎１２番（齋藤 豪委員） 分かりました。

78万5000幾らの予算であったので、どこのトイ

レなのかなと、ちょっとお聞きしたくて。公衆ト

イレというのはどれぐらいあるのか、この場では

お聞きしません。次に行きます。

その下の名水等水質検査業務委託料ということ

で、この名水について、何か所くらいあるのか教

えてください。

◎環境課主幹（佐藤 秀樹） 名水でございます

けれども、国指定と県認定の名水がございます。

国指定の名水になっているのが富田の清水、ほか

が全部県の認定の名水ですけれども、御茶水、そ

れから堂ケ平桂清水、それから清水観音水、これ

上流、下流とありますけれども、あと御神水、羽

黒神社霊泉、以上７か所になります。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。結構あるのですね。

それこそ、ここの上のところに富田の清水と書

いてあるのですけれども、水質検査の結果はどう

いう結果が出ていますでしょうか。

◎環境課主幹（佐藤 秀樹） 富田の清水の水質

検査の結果自体は特に今のところ問題はないので

すけれども、水質検査も富田の清水だけは水道法

に基づいた51項目を１年に１回は行っています。

ほかは項目数が少ないので、あそこだけ検査項目

を多く設けております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ほかにもいろいろ

あって、私は全然分からなくて、ありがとうござ

います。

水がおいしいところは、お酒がおいしいという

ような話もお聞きします。議員の皆さんは、そう

いうお酒に酔いしれているものだと思います。次

に行きます。

100ページから101ページになろうかと思いま

す。４款２項２目12節委託料のところで、ちょっ

と関連があるので幾つかお話しして、お知らせく

ださい。

ダイオキシン類等水質検査業務、水質検査・吐

出ガス測定業務、維持管理業務という項目が、こ

の委託料、100ページと101ページに二つ出てくる

のです。この二つ出てくる理由。何か所か調べて

いるのか。どういうような業務なのか。さらに

は、そのダイオキシンというのが、果たして検出

されているのか。吐出ガスあたりも、何か有害な

ものが出ているのかお知らせください。

◎環境課長（菊池 浩行） ダイオキシン類の水

質検査業務とか水質検査・吐出ガス測定業務、維

持管理業務、これ二つずつあるのはなぜかという

お尋ねでございます。

当市では、令和４年度において一般廃棄物最終

処分場を２か所運営しております。一つは十腰内

地区にあります弘前市埋立処分場、もう一つは、

常盤野地区にありますＥＣクリーンセンター瑞穂

を運営しております。これらの最終処分場は環境

省が定めます一般廃棄物の最終処分場及び産業廃

棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省
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令に基づきまして、それぞれの施設において維持

管理や水質検査等を実施しておりますので、同じ

項目が二つあるものとなっております。

また、それぞれの検査で問題がないかとか、検

出されているかというようなお尋ねでございまし

た。当該委託業務につきましては、ダイオキシン

類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の

維持管理の基準を定める省令及び一般廃棄物の最

終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術

上の基準を定める省令に基づき実施しておりまし

て、ダイオキシン類につきましては、年１回測定

しております。弘前市埋立処分場及びＥＣクリー

ンセンター瑞穂、いずれも基準値を大幅に下回っ

ておりまして検出されておりません。問題ありま

せん。

また、水質検査におきましても、毎月実施して

おります４項目や年に２回実施しております44項

目の全てにおいて基準値を下回っており、問題は

ありません。

また、さらに吐出ガスにおきましては、年に１

回、11項目を実施しており、その全てにおいても

問題はありません。

いずれにいたしましても、今後も維持管理基準

に基づきまして、自然環境、生活環境に影響がな

いよう、施設運営に努めてまります。

なお、ＥＣクリーンセンター瑞穂でございます

けれども、今年の６月の議会におきまして、議会

の議決を頂きまして、今は廃止となっておりま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。いずれも大幅に基準値を下回るということで

安心しました。では、次に行きたいと思います。

101ページです。４款２項２目12節委託料。こ

れも犬猫等死体収集運搬業務委託料ということ

で、多分この字のごとくなのだと思いますけれど

も、年間これ、どれぐらいあるものですか。そう

いう実績について、ちょっとお聞かせください。

◎環境課主幹（長内 一浩） 犬猫等死体収集運

搬業務の収集実績ということでありますけれど

も、令和４年度の回収依頼件数は、年間で597件

となっております。内訳といたしましては、犬が

３件、猫が322件、鳥が117件、その他といたしま

して、タヌキやイタチなどの野生動物が155件と

なっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。それこそ犬、猫あたりは飼い主がいたりすれ

ば、そういうのはどういうふうな対応をされてい

るのですか。

◎環境課主幹（長内 一浩） 犬、猫等の飼い主

がいる場合の対応ということでありますが、まず

犬につきましては、基本的に飼い犬として、また

猫につきましては首輪をしているなどで飼い猫と

判断して、これら飼い犬、飼い猫と判断されたも

のについては、すぐ処理施設に搬入しないで、１

週間程度、斎場のほうに保管して、飼い主からの

問合せが来ないかを確認しております。

◎１２番（齋藤 豪委員） それこそ、やはり全

て斎場のほうで火葬して埋葬してあげるのです

か。

◎環境課主幹（長内 一浩） 基本的には、弘前

地区環境整備センターのほうに搬入して焼却処理

となっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。昨日、夜にニュース番組で飼い猫がトリミン

グ中にはさみで喉を切られて裁判沙汰になった

と。40万円の賠償請求が認められたということ

で、今コロナ禍でペットが本当に多くなって、

犬、猫とはいえ、家族同然のように考えられてい

るということで、非常に痛ましい限りなのですけ

れども、弘前市はこのように、しっかりと最後ま

でしているということを聞いて安心しました。あ

りがとうございます。
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◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、日本共産党の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、弘前さくら未

来の御質疑ございませんか。

◎２番（工藤 裕介委員） 私からは４款１項５

目の決算書95ページ、弘前市医師会看護専門学校

運営費補助金について質疑させていただきます。

看護師不足が全国的に叫ばれている中、ちょっ

と説明書を見たところ、看護学校の定員も定員割

れしている状況という中で、毎年、ここに、何名

程度が学校を卒業されて、何名程度がこの弘前市

内の病院に就職しているのか、もしその数字が分

かっていれば教えてください。

◎地域医療課長（種市 穂） 弘前市の看護専門

学校の卒業生で市内に就職している数ですけれど

も、令和４年度が、卒業生66人のうち44名が市内

の医療機関、すみません、今、准看護師のほうで

す。准看護師は66名のうち44名が市内の医療機関

に就職しております。あと、看護師のほうですけ

れども、36名のうち24名が市内の医療機関に就職

しております。

ちなみにですけれども、准看護師66名のうち県

内、県外も含めてですけれども、58名が就職して

おります。看護師も36名のうち全員36名が就職し

ております。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

結構、県外のほうが、県外というか都会、それ

から関東圏のほうが賃金というか、が圧倒的に高

い中で、今聞いた数字ですと、結構な割合で市内

に就職されているのかなということが分かりまし

たので、今後もここが落ちないように、いろいろ

と数字を見ながらやっていっていただければと思

います。ありがとうございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、弘前さくら

未来の御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、無所属議員の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） これをもって、４款

衛生費に対する質疑を終結いたします。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、５款労働費に

対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎商工部長（西谷 慎吾） ５款労働費の決算に

ついて御説明いたします。

決算書の102ページから104ページまでの１項労

働諸費は、商工部及び福祉部に係る経費であり、

予算現額7503万円に対しまして、支出済額は5278

万1914円で、2224万8086円の不用額となっており

ます。

不用額の主なものを申し上げます。102ページ

の１目労政費18節負担金、補助及び交付金の2051

万818円は、東京圏ＵＪＩターン就職等支援金な

どが見込みを下回ったことによるものでありま

す。

以上で、５款労働費についての説明を終わりま

す。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本款に対しては、質

疑通告がありません。

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって、５款労働費に対する質疑を終結いた

します。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、６款農林水産
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業費に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎農林部長（森岡 欽吾） ６款農林水産業費の

決算について御説明いたしますので、104ページ

をお開き願います。

104ページから112ページにかけての１項農業費

は、農業の振興に係る経費であり、予算現額32

億2960万9000円に対しまして、支出済額が17

億9135万3407円、翌年度繰越額が10億2072万8560

円で、４億1752万7033円の不用額となっておりま

す。

翌年度繰越額は、令和４年８月大雨災害営農継

続緊急対策事業費補助金などに係るものでありま

す。

不用額の主なものを申し上げますので、107

ページをお開き願います。

３目農業振興費18節負担金、補助及び交付金の

３億7058万１円は、新規就農者経営発展支援事業

費補助金の支出額が見込みを下回ったことなどに

よるものであります。

112ページから114ページにかけての２項林業費

は、森林や林道の整備及び維持管理に係る経費で

あり、予算現額１億9244万5100円に対しまして、

支出済額が１億2551万5753円、翌年度繰越額

が5993万円で、699万9347円の不用額となってお

ります。

翌年度繰越額は、林道湯口線舗装事業などに係

るものであります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本款につきまして

は、５名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎４番（三浦 行委員） ６款１項３目の、決算

書107ページ、決算説明書129ページの収入保険制

度加入促進緊急対策事業費補助金について、事業

概要をお伺いします。

◎農政課地域経営係長（成田 貴仁） 収入保険

の事業内容についてお答えします。

この収入保険は、全ての農産物を対象に、農業

者の経営努力では避けられない収入減少を広く補

償するもので、例えば自然災害による収量減少、

それから市場価格の下落などが挙げられます。

こうした様々なリスクがある中で、農業者には

自ら備え、農業経営の安定化を築いていくという

ことが重要であると考えていることから、市では

市内に住所または本店等を有する農業者等に対し

て当該補助金を交付し、収入保険への加入を促進

しているところであります。

具体的に申しますと、保険料部分に対して、新

規加入は50％、継続加入は30％を補助しておりま

す。

◎４番（三浦 行委員） 収入保険は、過去５年

間の平均と比較して、今年の収入が９割を下回っ

た場合に保険が適用されるルールですが、昨年８

月の大雨災害のような自然災害で、農家の方の収

入が大幅に減っていた場合、その後の年の計算は

どうなりますか。救済策はございますか。

◎農政課地域経営係長（成田 貴仁） 収入が大

幅に減った場合の算定または救済策についてお答

えします。

この収入保険において、補償の判断基準となり

ますのが基準収入となります。この基準収入です

けれども、農業者ごとの過去５年間の収入金額の

平均を基本としつつ、保険期間の営農計画を考慮

し、経営規模を拡大したり、新たな品目の生産に

チャレンジするなど、農業者の収入が増加傾向に

ある場合は、それらを反映できる仕組みとなって

おります。

一方で、これまで気象災害が原因で農業収入が

減った場合、被災した年の農業収入をそのまま用

いて基準収入を算定していたため、被災された方

の基準収入は、本来の収入より低く算定され、収

入保険への加入をためらう生産者もおりました。
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このため、こうした気象災害による影響を緩和

するため、令和６年１月からの制度見直しによ

り、気象災害が原因で農業収入が減った場合は、

気象災害特例として、被災以前の平均収入の８割

まで上方修正した上で基準収入の算定をすること

が可能となりました。

これによって、過去の平均収入が従来より高く

設定できることによって、補償限度額が低くなる

ということを防ぐことができる新たな仕組みと

なってございます。

◎４番（三浦 行委員） ありがとうございま

す。

制度見直しで収入の８割まで上方修正できる基

準収入を算定できるようになった気象災害特例は

助かると思います。気候変動で災害が増えていま

すので、改善した部分を周知していただくことを

要望します。ありがとうございました。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、弘前さくら未

来。

◎２番（工藤 裕介委員） 私からは、６款１項

３目、決算書108ページ、地元産米需要創出緊急

対策事業について質疑させていただきます。

まず、この事業の概要を教えていただきたいと

思います。

◎農政課長補佐（伊藤 昌一） 地元産米需要創

出緊急対策事業費補助金の概要について御説明申

し上げます。

本補助金は、令和３年産米の概算金の下落に伴

い、市内に店舗を有する中食・外食事業者、宿泊

事業者などが行う地元産米の消費拡大または新た

な需要の創出に向けた事業を支援することによっ

て、米の需要を増やし、米価の安定を図るもので

ございます。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

この中で、この米粉活用促進支援事業というも

のがありますが、ちょっとこれもどういったもの

なのか教えていただければありがたいです。お願

いします。

◎農政課長補佐（伊藤 昌一） 本補助金のう

ち、米粉活用促進支援事業の概要についてお答え

いたします。

本事業につきましては、市内の地元産米の米粉

を使用した商品開発や、新商品に係る販売促進活

動に必要な経費の一部を補助したものであり、令

和４年度におきましては、市内の食品業者など３

事業者に活用していただいたところでございま

す。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

この事業は結構、とてもいい事業だなと思って

おりまして、本当に米の価格が下落している中

で、もっとこの事業を拡充していくことで、なか

なかこれで簡単に米の価格が上がるというもので

は、もちろんないとは思っているのですけれど

も、やはり消費者の米に対する考え方の向上と

か、需要の向上というところでは、すごくよい事

業だと思っております。

ちょっと説明書を見る限りでも、この米粉に関

しては３件の交付と。あとは、米の消費を増やす

取組のほうでは２件の交付というところで、もっ

と件数が増えていってもいいのかなと思うのです

けれども、この辺の周知の仕方というのはどう

いった形を取っているのでしょうか。

◎農政課長補佐（伊藤 昌一） 周知につきまし

て御説明いたします。

米粉の事業に関しましては、市のホームページ

やＳＮＳによる周知のほか、インターネットで得

られる情報などを基に、連絡先が把握できた市内

の菓子店やパン屋などに対して、まずは電話で事

業の紹介を行っております。関心を示された事業

者に対しましては、直接訪問をして、詳細な事業
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の説明を行ったところでございます。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

実際に足を運んでやられているということです

ので、今後も継続して、ここの拡充に取り組んで

いっていただきたいと思います。ありがとうござ

います。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、創和・公明。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは１点お伺い

いたします。

６款１項３目、決算書107ページ。さっき三浦

委員からもありましたが、収入保険制度加入促進

緊急対策事業費補助金についてお伺いいたしま

す。

この収入保険への加入を促進した経緯をお聞か

せください。

◎農政課地域経営係長（成田 貴仁） 収入保険

への加入を促進した経緯についてお答えします。

これまでの大規模な自然災害等による収量減少

に加え、コロナ禍に伴う外出自粛や飲食店の休業

などにより、米の需要の減少による米価下落な

ど、農業経営が不安定になっているという状況を

踏まえ、今後の生産に希望を持って取り組んでい

ただけるよう、市の独自対策の一つとして補助事

業を開始したものでございます。

農業経営の安定には、未然にリスクに備えるこ

とが重要であるため、保険料の一部を３年間の期

間限定で補助することとして、自然災害による収

量減少、それから市場価格の下落など、あらゆる

収入減少を補償する収入保険への加入促進を図っ

たものでございます。

◎３番（志村 洋子委員） 過去３年における収

入保険の加入件数をお聞かせください。

◎農政課地域経営係長（成田 貴仁） 収入保険

の加入件数についてお答えします。

令和２年が401件、令和３年が625件、令和４年

が919件となっており、令和４年産分から、この

補助事業を開始しております。

なお、令和５年の見込みとなりますけれど

も、1,040件となっております。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

最後に意見を申し上げて終わります。昨年の大

雨災害に続き、今年は異常な高温障害、また雨量

不足により広範囲で被害が報告されていることか

ら、令和７年度以降も補助率などを考慮し、収入

保険への加入の促進、補助金の継続をお願いした

いと思います。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 私からは、６款２

項２目、決算書113ページの委託料で、説明書

の145ページ、森林経営管理事業についてお尋ね

をいたします。

この中で、委託がなされているわけですが、こ

の委託、森林現況調査及び森林整備計画作成業務

委託、森林所有者意向調査分析業務委託、県産材

使用木工製品作成業務委託、りんご樹使用木工製

品作成業務委託、これらの四つの委託について、

成果品あるいは成果というものはどういうふうな

ものだったのか。そして、この成果あるいは成果

品をどう評価しており、そして、この成果品とい

うか業務委託を今後どのように政策の中に生かし

ていくつもりなのか、まずはお尋ねいたします。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 森林経営管理

事業についてのそれぞれの委託料についてお答え

いたします。

まず、森林現況調査及び森林整備計画作成業務

委託料、森林現況調査につきましては、委託先が

一般社団法人青森県林業コンサルタント及び弘前

地方森林組合のほうに委託してございます。森林

所有者意向調査分析業務委託料につきましては、

株式会社ナカノアイシステムに委託してございま

す。それから、続きまして、タブレットシステム



－ 327 －

保守業務委託料につきましても、株式会社ナカノ

アイシステムに委託してございます。県産材使用

木工製品作成業務委託料につきましては、株式会

社吉田産業に委託してございます。最後にりんご

樹使用木工製品作成業務委託料につきましては、

有限会社木村木品製作所のほうに委託してござい

ます。

それから、この各業務委託を終えての成果等に

ついてでございますけれども、まず、森林経営管

理事業というその制度が、森林の所有者の方から

今後自分の森林の経営管理について、市のほうに

委託するという回答をもらった方の森林につい

て、まず、採算性が取れるのか・採算性が取れな

いのかというところをまず判断する必要がござい

まして、その判断をするために森林現況調査及び

森林整備計画作成業務を委託してございます。

なお、この調査の成果に関しましては、昨年度

の委託について、採算性が取れるという判断がな

された森林につきましては約67％、採算性が

ちょっと見込めないというのが33％というふうに

なってございます。

これらの成果を基に、今後経営管理権のほうを

所有者からの同意を頂いて、めどとしては令和７

年度以降に、間伐ですとか、ハード部分での整備

のほうを検討しております。

それから、木工品の関係の制作あるいは設置の

関係なのですけれども、これらにつきましては、

森林経営管理事業の施策の中にもありますソフト

面での、木材に、森林に関しての啓蒙普及活動の

一環として、まずは県産材、いわゆる地産材の活

用方法、市民の方に木に対しての関心を持っても

らいたいという思いもありまして、例えば公共施

設などの人が集まるような場所に、今後も椅子、

机、そういうものを造って、直に見て、触れて、

触っていただける機会を設けていきたいというこ

とを考えておりまして、今後も引き続き、これら

の木工製品の物についても取り組んでいきたいと

思っております。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 大体内容は分かり

ました。この事業は森林環境譲与税、そういう財

源を活用して、こういう事業がやられているもの

と認識をしております。やはり災害の発生を未然

に防ぐとか、そういう意味において、森林環境の

保全あるいは補植、そして造林も含めて、そして

終期、伐期地を迎えた森林については活用するた

めに、適正に地産材を流通できるような環境を少

しずつ整えて、しっかりとした政策として生かし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

◎１５番（石山 敬委員） 私からは、６款１項

３目、108ページ、負担金、補助及び交付金、新

規就農者経営発展支援事業費補助金、説明書124

ページ。説明書を見ながら質疑したいと思いま

す。

まず、この補助金の中に、経営発展の支援で機

械の導入支援もあるのですけれども、この実績及

び活用した方々の声について、どういう声が上

がったのかお伺いします。

◎農政課主幹（荒谷 純一郎） 新規就農者経営

発展支援事業費補助金、機械補助の部分の、まず

は実績についてお答えいたします。

まず、実績につきましては、夫婦２組を含む３

件、５名が事業を活用しております。

導入した機械、施設の内容といたしましては、

乗用草刈り機及び運搬車を導入した新規就農者が

１件、ドローンを導入した新規就農者が１件、パ

イプハウスを導入した新規就農者が１件の合計３

件となっております。

事業を活用した方の声といたしましては、多額

の初期投資を軽減することができる事業であるた

め、当初計画より早く施設を導入することができ

た、また、当初は機械を借り受けて農作業を実施
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していたけれども自ら所有することができたな

ど、高い評価を受けております。

◎１５番（石山 敬委員） 一方で、この機械購

入の補助の部分というのは、たしか申請１年目の

みだと記憶しておりました。それで、市ではたし

か昨年、今年度でしたか、青森県に対する重点要

望事項の中に、２年目以降でも対象となるように

というふうな、たしか弘前市でもそういう声を上

げていると思うのですけれども、今現在、その補

助事業の機械導入というのは、何かその点につい

ては改善があったものなのか。それとも従来どお

りなのか。その辺をお聞かせいただきたい。

◎農政課主幹（荒谷 純一郎） ただいまの開始

年度の部分で御説明いたします。

この事業は、国のほうで令和４年度から開始し

た事業でございまして、令和４年度事業では、令

和４年度に新たに農業経営を開始した方と限定さ

れておりました。なお、本年度、令和５年度につ

きましては、令和４年度または令和５年度に農業

経営を開始した方と改正がされているところでご

ざいます。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。

それで、この事業の年齢というのが、原則50歳

未満とありますが、この原則とついているので、

実際に50歳以上の方の申請があったのか。そし

て、その原則50歳が取れる場合の条件みたいもの

があるのか、その辺をお伺いします。

◎農政課主幹（荒谷 純一郎） ただいまの50歳

以上の申込状況と原則の部分の条件ということで

御質疑がありました。先に条件の部分のほうにつ

いてお答えいたします。

この事業は、国の事業ですけれども、交付先の

要件の一つに独立・自営就農時の年齢が原則50歳

未満の認定新規就農者であることというのがあり

ます。この原則50歳未満についてですけれども、

認定新規就農者となるための年齢要件を国の農業

経営基盤強化促進法の基本要綱のほうで18歳以

上45歳未満であること、ただし市町村長が認める

場合には50歳未満であることと規定されているほ

か、50歳以上であっても65歳未満であって、かつ

農業または農業に関連する事業に３年以上従事し

た者なども対象とすることができるとされており

ます。

令和４年度におきましては、50歳以上の方から

も新規就農の相談を受けておりますが、いずれも

農作業等の経験がなく、この65歳未満の方に適用

できる認定新規就農者の要件を満たすことができ

なかったことから、認定新規就農者にはなってお

らず、よって経営発展支援事業費補助金の申込み

も受けていない状況となっております。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。あり

がとうございます。

続いて、６款１項１目、決算書104ページ、農

地情報収集等業務効率化事業、説明書125ペー

ジ、これについてお伺いします。

この事業、たしか農業委員の方と、そして最適

化推進委員の方々に、たしかタブレットを持たせ

て効率的な業務を遂行していくみたいな感じで記

憶しておりますが、この実績と、その活用方法、

内容についてお伺いいたします。

◎農業委員会事務局次長（佐藤 祝幸） 農地情

報収集等業務効率化事業の実績と活用ということ

でございます。

本事業は、県の補助事業を活用いたしまして、

タブレット端末の導入により、農地の出し手、あ

るいは受け手の意向把握や農地法に定める利用状

況調査などを円滑に、また効率的に行うことを目

的といたしまして、昨年度の第３回定例会におい

て補正予算の議決を頂いて実施した事業でござい

ます。

このことから、令和４年度におきましては、予

算の成立を受けた後、補助金の交付申請等の手続
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を経まして、タブレット端末が納入されましたの

は、年が明けての２月20日でございました。

一方で、令和４年度には、国はタブレット端末

で活用する各種アプリケーションの開発も並行し

て進めておりまして、４年度内にその開発が終了

して、令和５年度から活用できる状況となってご

ざいます。

このような状況を受けまして、当委員会といた

しましては、今年度に入り開発されたアプリケー

ションの内容、そして動作環境を確認いたしまし

て、操作資料を作成した上で、６月中旬に農業委

員、農地利用最適化推進委員78名にタブレット端

末を配付するとともに、勉強会のほうを実施した

ところでございます。

その後、７月には一般社団法人全国農業会議所

の職員を招きまして、研修会を全ての委員を対象

に実施してございます。

また、事務局職員による委員個々への操作説明

を行うなど、タブレット端末の活用促進に努めて

いるところでございます。

そして、この９月からは、国の通知に定めます

農業委員、農地利用最適化推進委員の活動記録の

提出をタブレット端末からの送信を基本としなが

らも、これまでの様式による紙ベースの提出と並

行して行っているところでございます。

◎１５番（石山 敬委員） 今年の２月に配付さ

れたということで、まだまだ使いこなせてはない

とは思いますが、いろいろ、タブレットがあるこ

とによって、我々もそうなのですけれども、例え

ば農業分野でいくと、例えば農業の災害であった

り、あとは円滑化システムと連携しながら情報提

供したり、いろいろ可能性があると思いますの

で、ぜひこれからのタブレットの活用に期待した

いと思います。

そこで、このタブレットを農家の方が持つとい

うことで、いろいろ課題等はあると思うのですけ

れども、現在把握している課題はどのようにお考

えでしょうか。

◎農業委員会事務局次長（佐藤 祝幸） 導入に

当たっての課題というところでございますけれど

も、委員の業務に応じた各種アプリケーションが

用意されている中で、その全てを一度に活用する

ことは難しいということもございまして、業務の

優先度をつけて、一つ一つ、確実に活用につなげ

ることが必要であると考えてございます。

農業委員、農地利用最適化推進委員78名の中に

は、決して端末の操作が得意な方ばかりではござ

いませんし、文字入力から入っていくと、覚えて

いくという方もいらっしゃいます。そうした中に

おきましても、委員の方はそれぞれ意欲を持って

取り組み始めているという状況でございますの

で、内容に応じて、委員全体での研修がいい場

合、あるいは、やはり委員個々に対しての研修が

いい場合などをしっかり見極めまして、より効果

的な委員研修を行う必要があるものと考えてござ

います。

その上で、個々の委員の操作の習得状況を確認

しながら、農家の経営意向把握ですとか、農地の

所在確認、利用状況調査等、業務の効率化につな

げてまいりたいと考えてございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上で、通告による

質疑は終了いたしました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、日本共産党の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、弘前さくら未

来の御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、創和・公明の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、櫻鳴会の御質

疑ありませんか。

◎６番（工藤 賢生委員） 私のほうから、何点

か質疑させていただきます。

まず、６款１項６目の多面的機能支払交付金に

ついてお伺いいたします。

昨年度の活動組織が、農地維持活動で34組織、

これは草刈りとか泥上げとか、その辺をやってい

ると思いますけれども、そのほかに資源向上活動

ということで、施設の軽微な補修が34組織、それ

と簡易な農道舗装とか水路の更新整備を28組織で

やっておりますけれども、その全体の活動組織の

面積と農業者、また、この交付金は非農業者も活

動に加わることが可能だと思っておりますので、

その人数等を教えてもらいます。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 多面的機能支

払交付金の活動組織の活動面積、構成員、農業者

の人数等についてお答えします。

活動組織の活動面積は、合計で2,568ヘクター

ルとなっております。内訳といたしまして、田ん

ぼが1,786ヘクタール、畑が782ヘクタールとなっ

てございます。

構成員数につきましては、農業者が3,472名、

非農業者が1,210名となってございます。

◎６番（工藤 賢生委員） もう一つ、非農業者

の人数、それと団体がどのようになっているか、

ちょっと教えてもらいます。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 非農業者の数

ですけれども、1,210名となっております。それ

で、団体数が219団体となってございます。その

うち、農業者団体が29団体、非農業者団体が190

団体となってございます。

◎６番（工藤 賢生委員） この活動は、先ほど

も言いましたけれども、農業者だけではなく、地

域ぐるみでやる活動ですので、非常に、別の団体

も入ってきているということは、今後もっと推進

していくべきと思います。

次に、この面積が2,568ヘクタールと答えてお

りますけれども、弘前市全体の耕地面積、田ん

ぼ、畑に対して、この組織の割合、カバー率で、

面積とカバー率でお教え願います。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 市全体の耕地

面積ですが、１万3009ヘクタールございます。そ

のうち、多面的機能支払交付金の対象農用地面積

が2,568ヘクタールとなっており、全体では18.47

％の割合となってございます。

農地の種類別の割合を申し上げますと、田んぼ

に対しましての割合が、市の耕地面積4,140ヘク

タールに対しまして、多面的機能支払交付金の対

象農用地面積が1,786ヘクタールとなってお

り、43.14％です。畑に対しての割合が、市の耕

地面積9,790ヘクタールに対して、多面的機能支

払交付金の対象農用地面積が782ヘクタールと

なっており、約８％となっております。

◎６番（工藤 賢生委員） 今聞きましたけれど

も、全体の１万3009ヘクタールに対して、この交

付金を活用しているのが2,568町歩、約18％程度

に過ぎないということは、非常に少ないように思

われます。やはり、国・県で75％程度の交付金が

来ていますので、もっと活用したほうがいいと思

います。

それともう一つ、この畑の中には、通常の野菜

作りの畑もありますけれども、樹園地等も入ると

思います。樹園地等が少ないから、８％程度に

なっているのかなと思いますけれども、その点の

課題、問題点、その辺を、毎年組織のほうから聞

き取りをしていると思いますけれども、その辺

を、何かあったらお答えください。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 活動を継続し

ていく上での課題、問題点等でございすけれど

も、構成員の高齢化、構成員数の減少、それから

５年間の活動期間を終えて、次の５年間の活動の
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ための役員や会計に関しましての事務の引受手の

了解を得ることが難しいなどの意見が多くの各活

動組織に共通して見られる課題、問題点であると

認識してございます。

各活動組織から相談があった場合については、

今後も丁寧に対応してまいりたいと考えておりま

す。

◎６番（工藤 賢生委員） 高齢化とか少子化と

かいろいろ出てきていましたけれども、この交付

金の内容の中では、この組織、Ａ組織、Ｂ組織と

かがありますけれども、これを広域化して大きく

していくという国の方針もありますけれども、そ

の点、弘前市のほうで広域化の組織とか、その辺

はあるものかどうか。いずれ考えているところと

か、それと広域化になった場合のメリットとか、

その辺を教えてください。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 今の御質疑に

関しまして、令和４年度末時点で、広域活動組織

といたしまして活動している組織は２組織となっ

てございます。

今後、広域化を検討している活動組織を市とし

て把握しておるところについては、その後も具体

的に、今のところはまだ広域化を進めるとの相談

は受けてはございませんけれども、先ほど申し上

げました課題を解決するための方策といたしまし

て、この組織の広域化というのは、非常に重要

で、今後も引き続き、当該事業を活用していく上

では非常にいい対策であるなとは認識しておりま

すので、今後も進めていきたいと考えておりま

す。

◎６番（工藤 賢生委員） よろしくお願いしま

す。

多面的機能支払交付金については、もう１点質

疑いたします。先ほど、畑の面積の中で782町

歩、樹園地がどのくらい入っているか分かりませ

んけれども、樹園地の農道の除雪等は、この交付

金の中で可能かどうかお答え願います。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 当該事業で樹

園地の農道除雪を行うことが可能かどうかという

ことに対しましてお答えします。

国の実施要綱に基づきまして、青森県の多面的

機能支払の実施に関する基本方針が決定されてご

ざいます。この基本方針の中では、農道の除排

雪、融雪剤の散布の活動項目が示されており、そ

の内容につきましては、積雪による農道の通行障

害、融雪による路肩、のり面の崩落を防止するた

め、除排雪や融雪剤を散布することとされている

ところでございます。

通行障害解消のため、融雪期ののり面等の崩落

防止のための活用であれば可能であると認識して

ございます。

◎６番（工藤 賢生委員） ということは、場合

によっては農道の通行に障害が出た場合、それで

計画書を書けばいいと思うのだけれども、例えば

樹園地であれば、２月、３月に剪定作業とかがあ

るのだけれども、それを出さなければ、通行障害

の除雪であれば、この交付金を使えるということ

でよろしいですか。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 委員おっしゃ

られたとおりで認識してございます。

◎６番（工藤 賢生委員） もう１点お聞きしま

す。この交付金の中では、実施計画の組織の計画

の中では、当然災害というのは実施計画の中でも

記載されていないと思うのだけれども、この規定

を見れば、災害復旧工事もやれるということに

なっていますけれども、昨年、この34組織の中

で、この交付金を活用した災害復旧工事をやった

組織があるのかどうかも教えてください。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 多面的交付金

を活用した災害復旧工事の実績があるかどうかに

ついてお答えいたします。

当該事業におきましては、異常な気象、例えば
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大雨後の点検として、まず必ずその施設の見回り

等、点検等があります。そちらの点検状況を踏ま

えて、各施設の補修等に取り組んでいくというこ

とになるのですけれども、昨年の大雨につきまし

ては、各組織、29組織については異常気象後の施

設の見回り点検を実施したという報告は上がって

きておりますが、ただ、その点検をした後、災害

復旧工事を実施したかどうかということについて

まではちょっと確認ができない状況です。

◎６番（工藤 賢生委員） この点については、

各組織にもう１回周知してもらって、この交付金

を使って、災害等があった場合は緊急的にこの交

付金を使えるということをさらに周知していただ

きたいというふうに思います。

次に、先ほど蛯名委員からもありましたけれど

も、再度、森林経営管理事業について、私のほう

から若干質疑させていただきます。

６款２項２目の林業振興費、113ページですけ

れども、まず森林経営管理事業については、先ほ

どの答弁で分かりましたけれども、一体この弘前

市の森林面積、あとは筆数だと思うのだけれど

も、その辺と、今後、森林経営管理事業で管理す

る面積、筆数が分かれば、どのくらいあるのかを

ちょっとお知らせ願います。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 森林経営管理

事業の対象となる面積についてお答えいたしま

す。

当市におきます森林経営管理事業の対象となっ

ております森林の面積ですが、5,621ヘクタール

で、筆数が１万1912筆、人数にいたします

と5,470名となっております。そのうち、これら

の対象となる森林につきまして、経営管理につい

ての意向調査を行った結果、市のほうに経営管理

をお願いしたいという回答があった森林は2,351

ヘクタール、筆数は4,936筆、所有者に関しまし

ては1,893名となっております。

◎６番（工藤 賢生委員） これを市が管理する

ための委託が、この森林現況調査及び森林整備計

画。令和７年度からハード事業をやることになる

ということで説明がありましたけれども、この整

備計画はいつで終了するということになります

か。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 令和５年度で

回答があったものの森林について終える予定と

なってございます。

◎６番（工藤 賢生委員） 森林のこの流れは、

面積は分かりましたけれども、そのほかに、この

森林を整備するために、もちろん林道がありま

す。市で管理している林道の、当然台帳等はある

と思うのだけれども、延長、路線数、その辺をお

願いします。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 市のほうで管

理している林道の延長等でございますけれども、

路線数では38路線、延長は約82キロメートルで

す。

◎６番（工藤 賢生委員） これは森林の整備と

合わせてこの林道も徐々に整備していくというこ

との理解でよろしいのでしょうか。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 委員おっ

しゃったとおり、林道の工事は林道の整備として

進めていきますし、森林経営管理事業のほうにつ

きましては、私有林の整備に関することですの

で、どちらも並行してやっていきたいと考えてお

ります。

◎６番（工藤 賢生委員） 分かりました。この

点については、令和７年度から速やかに工事がで

きるように努めていただきたいと思います。

もう１点質疑いたします。林道湯口線舗装工

事、延長438メーターで3000万円ほどかかってい

ますけれども、計算すればメートル当たり大体６

万8000円くらいかかって、かなり高度な整備をし

ているように思われます。この林道湯口線舗装工
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事、全体でこのくらいなのか、１路線としてはま

だあるのか、それで事業費が何ぼかかっている

か。その点を教えてもらいたい。

あとは、当然林道ですので公共事業でやってい

ると思いますけれども、当然費用対効果、多分Ｂ

バイＣ等で投資効率まで算定しているように思い

ますけれども、あったらその辺を教えてもらいま

す。

◎農村整備課長補佐（白浜 尚） 林道湯口線舗

装工事についてお答えします。

当該工事の計画時点の数値ですけれども、当初

の計画は、事業延長で約1.43キロメートルを予定

してございます。令和４年度までに約650メート

ルほど完成しており、当初の総事業費は、約１億

円ほど想定してございました。実績で、約6000万

円くらいかかっているわけなのですけれども、当

初の見込みで事業をスタートするときには、あく

までも投資効率、ＢバイＣというのが1.23という

結果になりましたので、１を超えているというこ

とで、投資効率があるということで判断して工事

のほうを進めています。

◎６番（工藤 賢生委員） いずれにしても、こ

の森林整備というのは、非常に弘前市にとって

も、地域にとっても、この森林環境を保全するた

めには当然必要なことだと思いますので、今後と

もこの整備計画に沿った形で実施していっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

◎１２番（齋藤 豪委員） 106ページ、107ペー

ジになろうかと思います。説明書132ページにご

ざいます。りんご産業イノベーション推進事業と

いうことで、この中から２点ほど関連性がありま

すので、一緒にお聞きします。

りんご剪定学習支援システム地域展開業務委託

料、りんご営農サポートシステム構築業務委託料

ということで、令和４年４月20日から令和５年３

月31日までということで、昨年度で終わられたと

いうことなのですけれども、説明書の中にもいろ

いろと説明書きがあります。この中でりんご剪定

学習支援システムについて、学習システムの運用

体系の構築と地域実装に向けた実証研究という目

的が書かれております。りんご営農サポートシス

テムのほうも支援するシステムの構築に向けた実

証研究ということでありました。これまでの成

果、これが２年間だということで何か課題があっ

たのか。さらには、これをどのように実証研究、

地域に落とし込んでいくのかお知らせください。

◎りんご課企画推進係長（佐藤 美幸） りんご

剪定学習支援システム地域展開業務、あとはりん

ご営農サポートシステム構築業務についてでござ

います。

まず、りんご剪定学習支援システムについて

は、りんごの剪定作業において、入門者が早期に

一定レベルまで到達できる学習環境の構築を業務

委託したものでございます。令和４年度の取組と

しましては、実際に開発されたシステムを使用し

た模擬学習会などを実施しておりまして、実際の

運用に向けて、今までのＶＲというのが、仮想空

間が一つだったのですけれども、実際に利用する

となればＡ地区で勉強会をやる、Ｂ地区で勉強会

をやるということが想定されますので、その一つ

の空間を二つ以上に分けられる機能を設けたりで

すとか、また講師が使いやすいような操作性の改

善というのを行いまして、システムを完成させた

ところでございます。

続きまして、営農サポートシステム、ＡＩのシ

ステムについてでございます。こちらについて

は、りんごの摘果作業について、ならせ過ぎの状

況を客観的に判断するために、スマートフォンで

撮影したりんごの写真を、そこから葉の枚数、あ

とは着果数量を計測してＡＩで適正着果量、なら

せ過ぎなのか、適正なのかというのを判断するＡ
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Ｉシステムと、あとアプリケーションの構築を

行っているものでございます。令和４年度の取組

といたしましては、ＡＩの精度を高めるために、

やはり画像の枚数というのが一定数量必要になり

ますので、その蓄積、あと晴れている日と曇って

いる日でどうしてもばらつきというのが出てし

まってはよくないので、そのばらつきを補正する

作業を行いまして、スマートフォンで撮影した画

像から葉、あとは果実の数を計測する試作版のア

プリケーションというのが完成したところでござ

います。

続きまして、課題についてなのですけれども、

まず剪定作業についてはシステムというのがもう

既に完成されておりまして、先日、弘前市りんご

公園でスマート農業展示会というりんごのスマー

ト農機を展示するイベントを開催したのですけれ

ども、そちらでＶＲの剪定学習支援システムを参

加された農業者にも体験していただいたのですけ

れども、その場ではやはり平面ではなくて360度

で木を見渡せるのがいいとか、あとは実際に剪定

の勉強会をやるときは、講師の先生があの辺りと

指すことが多いと思うのですけれども、それが具

体的に指示棒で場所を指すことができるので、そ

のあたりが実際の屋外で開催される剪定講習会と

比較しても、説明が分かりやすくてイメージしや

すいという評価を頂いております。

ただ一方で、このシステムについて、実際に営

農指導員、あとは新規就農者、りんごの作業の入

門者の方が同じ空間に入って繰り返し議論するこ

とで剪定の技術を身につけるというシステムにな

るのですけれども、やはりシステムの運用につい

て、講師の方がある程度、事前にこういう勉強会

をやりたいなとなれば、その勉強会の準備をする

必要がございまして、そのシステムの操作性、習

熟度、ある程度慣れておかなければならないとい

う課題がございますので、それに関しては今後講

師向けの操作マニュアルをつくるなどして対応し

ていきたいというふうに考えております。

続きまして、営農サポートシステム構築事業に

ついてなのですけれども、こちらまだ試作版のア

プリケーションでございまして、課題としては、

撮影した写真によっては、やはりＪＡの営農指導

員の方の感覚と若干ずれが出てしまうですとか、

あとは背景に映り込んだもの、棒とかが実や葉と

して誤検出される場合というのがございます。こ

ういった課題に向けては、現在アプリの精度を高

めるために、今年度も画像の蓄積というのを行っ

ているのですけれども、今年度は営農指導員が実

際にデモをしてみて、そのずれがどういうふうに

生じるのかというのを今検証を進めているところ

であります。

あとは実際にどのように展開していくのかとい

う部分については、今年度、ＶＲの剪定学習支援

システムについては、もう既にＪＡの指導員向け

の勉強会ですとか、あとは農業後継者研修で使っ

ていただくことになっているのですけれども、そ

れ以外の、例えば地元の農業高校、市外にはなっ

てしまうのですけれども農業高校ですとか、教育

現場とかで使いながら、段階的に利用の場という

のを広めていきたいと考えております。

ＡＩのアプリについてなのですけれども、こち

らに関しては、この３年間、現場利用に向けて取

組を進めておりまして、将来的に使うとなったと

きに、今、営農指導員が利用するスマートフォン

に最適化するようにアプリというのを開発してい

るのですけれども、実際に農業者の皆さんに使っ

ていただくとなれば、いろいろな機種が、アンド

ロイドとかｉＯＳかというのがあると思いますの

で、いろいろな機種に対応するようなアプリの検

証ですとか、あとは複数人が同時に使うことにな

ると思いますので、大体何人くらいの農業者が同

時に使って、どれぐらいのサーバーの容量が必要
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なのかという検証を進めていきながら実用化を進

めてまいりたいと考えております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

私も現場に行けばよかったのですけれども、あ

いにく行けてなくて、すごく進んできたのかなと

いう印象を受けました。これ、慶應義塾と一緒に

やっておられますけれども、これ、権利問題とか

そういうのは発生しないのですか。

◎りんご課企画推進係長（佐藤 美幸） こちら

の権利に関しては、弘前市に帰属しておりまし

て、今後利用するときはサービス利用の契約など

をしながら実施していくものになります。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

さすが慶應義塾だなと思いましたけれども、弘

前にも弘前大学農学部があります。さらに青森県

の弘前、御当地でやる基幹産業のりんご産業の技

術ですので、まさに地元のそういう大学というの

も、もしかしたら取り込んでやっていけたらいい

のではないかなと、意見要望とします。

ありがとうございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、無所属議員の

御質疑ありませんか。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） ６款１項３目農

業振興費ですが、ひろさき農業新規参入加速化事

業についてお伺いいたします。

里親研修の実績ですが、概要と実績をお願いい

たします。

◎農政課長（澁谷 明伸） 里親研修の概要と実

績について述べさせていただきます。

こちらはひろさき農業総合支援協議会が独自に

行っております新規就農者の対策でございまし

て、短期のトライアル研修と、あとは１年から３

年間の中長期研修の２本立ての研修で行っており

ます。

実績といたしまして、昨年度でございますが、

まずトライアル研修のほうは８名、実践研修のほ

うが１名でございます。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 昨年はかなり人

数が少ないと記憶しておりますが、トライアル研

修が８人ということで、少し増えてきたな、周知

がされてきたなというような感じがいたします。

周知方法はどのような方法で周知されてきたので

しょうか。

◎農政課長（澁谷 明伸） こちらにつきまして

は、もちろん窓口での新規就農相談でこのような

研修体制がありますよという話をさせていただい

たり、あとは首都圏などでの農業人フェアなどで

市として独自の研修体制もあると。あと、ＳＮＳ

も活用して幅広く研修体制があるという状況をお

話しさせていただいております。

先ほど委員のほうから８名ということで、トラ

イアル研修が伸びたなというお話をいただきまし

たが、参考といたしまして、現在、令和５年９月

現在でございますと、トライアル研修のほうは15

名、そして実践研修のほうは昨年度１名だったの

に対して、今年度は既に６名という形で、多くの

方にこの研修というのを今活用いただいていると

ころでございます。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 大変いい成績を

出しておられるなというふうに思います。農業の

担い手、そして後継者不足の中で、これは喫緊の

課題であって、長期に取り組んでいかなければい

けない事業だなと思っております。周知方法とい

うのは、もう全国どこでも、もう本当に農業の担

い手を競争しながら取り合っているという状況で

すので、本当に制度としては負けていない、だけ

れども、いまいち周知の方法、そしてまた引っ
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張ってくるだけの熱量みたいなものが、ちょっと

弘前は足りないかなというふうに思うところであ

ります。

今後、活用できる、ＳＮＳも活用しているとい

うことなのですが、考えられる周知方法というの

は、もちろん東京の新・農業人フェア、コロナで

なかなか行けていなかった部分もありましょう

が、今後使える周知方法について、あれば教えて

ください。

◎農政課長（澁谷 明伸） 具体的に何というこ

とは今申し上げられるものはないのですが、やは

り弘前は東京事務所がありますので、そういう地

の利も生かして、しっかりと東京事務所と連携し

て情報発信していくことも必要かなと。一方で東

京事務所が窓口になって、そういう移住の相談と

いうことをいつでも受け入れて、さらにその中か

ら農業をやってみたいという方に対しても、東京

事務所の窓口でもある程度の知識を持って、そう

いう相談に乗っていける体制づくりというのは必

要かなというふうに思っております。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 弘前はりんごで

しょうという知名度の高さから、やはりりんごだ

けではなくて、今後はリスクの分散、そしてまた

複合経営という意味からも、りんごだけでなく

て、温暖化の影響でパイナップルを作る時期にな

るかも分かりませんけれども、複合化が大変大事

になってくるかなというふうに思っております。

そういった意味から、弘前はブドウの栽培にも

力を入れているやに伺っておりますが、来られる

方の、これを勉強したいのだ、これを栽培したい

のだというような情報がありましたら教えてくだ

さい。

◎農政課長（澁谷 明伸） やはり弘前のイメー

ジということでいくとりんごというのは多いので

すが、やはり就農相談をさせていただくに当たっ

て、やはりりんごというのは植えてから生育する

まで時間もかかったり、その間にリスク管理も、

今委員おっしゃられたとおり、リスク管理も必要

だということをいろいろ相談させていただくと、

やはり、ではりんごをやりたいのだけれども、ト

マトのような園芸作物も並行してやっていこうか

とか、あとはやはりシャインマスカットとか、そ

ういうブドウの需要も高まっている中で、そうい

うほかの桃とかブドウというのも相談としては多

くなってきております。

ちなみに、先ほど申し上げました６名の現在の

実践研修の方のうち、２名がりんご、１名がワイ

ン用ブドウ、３名がミニトマトという状況ですの

で、りんごよりもほかの作物のほうが現状として

は多くなっている状況でございます。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） この研修に参加

されて軌道に乗っている方というのもおられると

思うのですが、多分もっともっと、これに参加し

たいなと言いながら窓口に来て、ちょっと合わな

いなみたいな、お帰りになられる方もあるかもし

れないのですが、そういった方々の声を拾い集め

て、一人でも取り残さないように、農業に参入で

きるような、そういう体制づくりをお願いいたし

ます。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって、６款農林水産業費に対する質疑を終

結いたします。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、７款商工費に

対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎商工部長（西谷 慎吾） ７款商工費の決算に

ついて御説明いたします。

決算書の114ページから123ページまでの１項商

工費は、商工部、観光部、市民生活部及び岩木総
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合支所に係る経費であり、予算現額67億3514

万212円に対しまして、支出済額は49億4460

万8528円で、17億9053万1684円の不用額となって

おります。

不用額の主なものを申し上げます。

115ページの２目商工振興費12節委託料の4776

万4763円は、飲食店等営業時間短縮要請協力金に

係る案内業務並びに事務処理業務委託料などの契

約差額によるものであります。

116ページの18節負担金、補助及び交付金の16

億4453万5572円は、団体等販売促進活動支援事業

費補助金及び飲食店等営業時間短縮要請協力金な

どが見込みを下回ったことによるものでありま

す。

117ページの20節貸付金の6180万円は、工場・

ＩＴ整備資金融資制度の新規貸付けがなかったこ

とによるものであります。

119ページの３目観光費18節負担金、補助及び

交付金の1337万4950円は、弘前ねぷた団体活動感

染防止対策支援金が申請見込みを下回ったことな

どによるものであります。

123ページから128ページまでの２項公園費は、

都市整備部に係る経費であり、予算現額18億6827

万1810円に対しまして、支出済額が17億7520

万3097円、翌年度繰越額が5984万4318円で、3322

万4395円の不用額となっております。翌年度繰越

額の繰越明許費は、地域の公園再生事業及び公園

施設長寿命化対策支援事業などに係るものであり

ます。

不用額の主なものを申し上げます。

124ページの１目公園総務費24節積立金の2342

万3762円は、弘前公園お城とさくら基金の積立金

額の確定によるものであります。

以上で、７款商工費についての説明を終わりま

す。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本款につきまして

は、９名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、弘前さくら未来。

◎２番（工藤 裕介委員） 私のほうで７款１項

３目の質疑をさせていただこうと思ったのです

が、ちょっと私のほうでしっかり勉強したとこ

ろ、内容を把握させていただきましたので、通告

を取り下げさせていただきます。

◎１０番（成田 大介委員） 私からは、７款１

項４目、121ページ、消費者行政推進事業につい

て質疑いたします。

まず、補正後の予算額が3208万2000円に対して

決算額が3113万円というようなところで、不用額

が約95万2000円生じておりますけれども、まずこ

の事業概要と、その不用額が生じた理由を教えて

ください。

◎市民協働課総括主幹（三上 真一） 消費者行

政推進事業について、事業の概要について申し上

げます。

事業では主に三つの業務を実施しております。

一つ目としましては、ヒロロ３階の市民生活セン

ターにおいて消費生活相談員４名を配置し、消費

生活における諸問題解決のため、消費者への助

言、契約先との折衝などの相談業務を実施してお

ります。

二つ目としまして、消費生活に関する知識の向

上や情報提供、消費者トラブルの減少などのた

め、市内の各小学校、中学校、高等学校、大学等

や高齢者及び障がい者の相談窓口及び成人式など

でチラシ、パンフレット等を配付、ほかに出前講

座や暮らしの消費者講座などにより啓発活動を実

施しております。

三つ目としまして、多重債務者などの経済生活

の再生を図るため、消費者信用生活協同組合が行

う貸付事業が円滑に行われるよう、資金を融資す

る金融機関に対し預託しております。
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次に、不用額が生じた理由としまして、主なも

のは旅費と需用費のうちの消耗品費になります。

旅費につきましては、消費生活相談員のスキル

アップのため、神奈川県相模原市にある国民生活

センターで実施する研修などに参加する予定でし

たが、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染

拡大により中止や不参加となったものでありま

す。

次に、消耗品費につきましては、消費者教育推

進のために実施している市内の全ての小・中学生

に配付しているリーフレットにつきまして、前年

の５月１日現在の児童や生徒数を基にした予算と

なっておりますが、児童生徒数が減少しているこ

とやリーフレットの見直しなどをした結果、不用

額が生じたものであります。

◎１０番（成田 大介委員） 今、コロナ禍での

相談員の皆さんの研修というようなところだった

のですけれども、今年度から研修が再開されてい

るのかどうかあれなのですが、研修の内容と、あ

とはコロナ禍での相談件数の実績と推移というも

のをお聞かせください。

◎市民協働課総括主幹（三上 真一） 消費生活

相談員の研修内容についてでありますが、国民生

活センターで実施している研修は、民法における

成年年齢の引下げに関連した消費者教育の重要性

や講座に必要な知識を学ぶもの、消費者被害に遭

うことが多い高齢者及び見守る立場にある民生委

員などに向けた出前講座で求められる被害防止、

被害救済のための取組や効果的な手法を学ぶもの

などとなっております。

また、青森県消費生活センターでは、県内に設

置している消費生活センターの相談員が受けた困

難事例を題材に、弁護士の助言の下、根拠法令や

解決手法を学ぶ研修会を毎月１回実施しておりま

す。

次に、コロナ禍での相談件数の実績の推移につ

いてでありますが、市民生活センターの過去４年

間における消費生活相談件数は、令和元年度

が845件、令和２年度が860件、令和３年度は631

件、令和４年度が688件となっております。令和

３年度は新型コロナウイルス感染症の影響で社会

活動全体が停滞傾向となり相談件数も減少しまし

たが、令和４年度は生活様式が感染症に適用して

きたことで社会活動に回復が見られ、さらに成年

年齢引き下げによる社会経験の少ない若年層の消

費トラブルが増加したことを反映し、相談件数も

増加しております。

なお、相談方法としまして、令和元年度は実際

に市民生活センターに来られて相談された方が

約46％、電話で相談された方が約54％でしたが、

コロナ後の令和４年度は、電話で相談された方が

約72％まで増加しており、コロナの影響で相談方

法が変化している状況であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、創和・公明。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは１点。７款

１項３目、決算書119ページ、ひろさき観光ミラ

イラボモニターツアー企画運営業務委託料につい

てお伺いいたします。

まず、このモニターツアーの内訳をお聞かせく

ださい。

◎観光課長補佐（竹内 良定） モニターツアー

の内訳につきましてお答えいたします。

昨年度実施いたしましたモニターツアーにつき

ましては、当市の課題であります冬季における岩

木山周辺の観光という観点で、１泊２日の行程で

実施しております。

業務委託料48万4000円の内訳でございますが、

本業務の企画運営及びツアーガイド料として21

万100円、高照神社の雪かき体験や温泉講座等の

体験コンテンツ費用として８万2500円、参加者６

名分の宿泊料として７万2600円、タクシーの借り

上げ料として９万9000円、消毒液等の物品購入費
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として１万9800円となっております。

◎３番（志村 洋子委員） モニターツアーとい

うことですので、参加された方々から当然意見を

お聞きしたりして、改善点などを模索して、魅力

あふれる旅行商品を造成していくものと認識して

おります。

そこで、今回のモニターツアーについて、今後

旅行会社のツアーとして販売される見込みがある

のかお聞かせください。

◎観光課長補佐（竹内 良定） モニターツアー

の参加者からは、高照神社の拝殿内部を初めて見

学することができた、また温泉講座の受講後はふ

だんよりも保温性が高いことが実感できたなど好

評を博した一方で、土地や食、温泉の歴史をもっ

と聞きたい、あるいは津軽の郷土料理も追加した

らどうかなどといった意見を頂いております。

したがいまして、これらの意見を踏まえなが

ら、旅行商品として定着できるよう検討を進めて

いるところでございます。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

最後に意見を申し上げて終わります。アフター

コロナということで、今後様々な旅行ニーズや形

態が出てくると予想されます。そういう意味で

は、実施したモニターツアーは豊富な観光資源を

有する当市にとって、非常に有意義なものと考え

ます。今後も新たな観光コンテンツの開発を進め

てほしいと思います。

◎９番（竹浪 敦委員） 自分は、７款１項３

目、120ページにありますひろはこ連携推進実行

委員会負担金について質疑させていただきます。

説明書が159ページになります。

ひろはこ連携推進実行委員会負担金ですけれど

も、ミクのポスターとかで非常に注目を浴びた事

業でございましたけれども、この実行委員会全体

の負担金、決算書では弘前市では500万円となっ

ておりましたが、全体の負担金、当然、函館市も

負担しているはずですので、全体の負担金と内訳

を教えていただきたいと思います。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） ひろはこ連

携推進実行委員会全体の負担金ということについ

てお答えさせていただきます。

ひろはこ連携推進実行委員会は、弘前市、函館

市、弘前観光コンベンション協会、函館国際観光

コンベンション協会の４者が参画して実施してい

る組織でありまして、負担金につきましては、両

市それぞれ同額の500万円ずつと、両観光コンベ

ンション協会が各10万円ずつとなっておりまし

て、実行委員会全体の負担金の額は1020万円と

なっております。

◎９番（竹浪 敦委員） 決算説明書によります

と、実行委員会でいろいろ取り組んでいるほか

に、民間事業者等によるコラボ商品の販売やコラ

ボ企画の実施とありますが、その内容をお聞かせ

願います。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） コラボ商品

の内訳ということでございますが、コラボ商品や

コラボ企画の内容といたしましては、ひろはこオ

リジナルの書き下ろしイラストを使用しました雪

ミクのはっぴですとか、クリアファイル、缶バッ

ジなどのグッズの販売や、両市の観光スポットを

雪ミクがナビゲーターとなって紹介している推し

旅ひろはこマップを活用したスタンプラリー、そ

して弘前市中心商店街とのコラボ企画でのコラボ

グッズキャンペーンなど、また、企業の自社製品

のパッケージやラベルなどへのイラストを活用し

た商品の販売などであります。

◎９番（竹浪 敦委員） 様々なコラボ企画が

あったようですけれども、このひろはこ冬の観光

キャンペーンの経済効果をどのようにお考えで

しょうか。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） 経済効果と
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いうことのお尋ねでございますが、コラボグッズ

や民間事業者のコラボ商品については、観光客が

少ない傾向のある冬のこの時期としては、比較的

好調だったと伺っております。

また、今回のキャンペーンを目的に首都圏など

遠方から来訪された方、それから期間中に３回も

これのために来訪されたという方、この取組が

あったから初めて弘前に来たという方がいらっ

しゃいました。

それから、また海外からもお越しになられたお

客様がいらっしゃったことなどからも考えまし

て、キャンペーンを実施したことにより、誘客、

それから経済、両方に効果があったものと捉えて

おります。

◎９番（竹浪 敦委員） 一定の経済効果があっ

たということですけれども、このひろはこキャン

ペーン、今後の見通しとして事業は継続していく

のか、その見解をお伺いいたします。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） 今後の展望

ということでございますが、今回説明させていた

だきました冬のキャンペーン終了の後には、今年

の春のさくらまつりの時期には桜ミクを活用した

ひろはこ春の観光キャンペーンを実施しておりま

す。この際も、春も大変高評価の声を皆様から頂

いておりました。

今後は一般財団法人自治体国際化協会(クレア)

を通じて、海外の方々へのＰＲにも取り組む予定

でございます。クレアソウル事務所を通じてのア

ニメ・ゲームフェスティバル2023ですとか、クレ

アシンガポール事務所を通じての事業などでのＰ

Ｒを今後予定しているところでございます。

国内、国外ともに継続実施によって認知度も高

まってくると考えておりますので、効果的に実施

してまいりたいと考えております。

◎９番（竹浪 敦委員） ありがとうございま

す。

ミクを使ったポスターというのが非常に全国的

にも注目を浴びていますので、ぜひ継続のほうを

お願いいたします。

ひろはこについては、これで終了いたします。

続きまして、７款１項６目、122ページになり

ます。岩木山登山道清掃パトロール業務委託料に

ついてお伺いいたします。説明書が170ページに

なります。

まず、この清掃パトロール業務委託料の委託内

容、委託先、また、この委託先から活動内容の報

告について、活動報告について、お伺いいたしま

す。

◎観光課長（早坂 謙丞） 岩木山登山道清掃パ

トロール業務につきましては、登山道の清掃パト

ロールを行うとともに、登山者への安全対策、高

山植物保護の指導を行うことを目的に、登山道、

山頂トイレ及び２か所のヒュッテの清掃、ごみの

収集、軽易な整備を委託しているところでござい

ます。

委託先は日赤岩木山パトロール隊で、活動内容

の報告につきましては、月ごとに業務実施の内容

を記載した日誌に作業写真を添付した報告書を翌

月の10日までに観光課に提出していただいている

ところでございます。

◎９番（竹浪 敦委員） 岩木山の登山道コース

は５コースあるのですけれども、そのうち弘前市

側からは４コースあります。岩木山及びその周辺

地域の観光振興につながる重要な観光資源であ

り、このことからも岩木山登山道のパトロール、

清掃、そして整備は本当に必要な事業であると

思っております。

岩木山の登山道の清掃や整備に関わる団体が

様々あると思うのですけれども、そのような団体

から要望というのは何か、そのほかいろいろある

と思うのですけれども、何か出されていますで

しょうか。お答えお願いします。
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◎観光課長（早坂 謙丞） 頂いている主な要望

を申し上げますと、岩木山に造詣が深く精通して

いる山岳団体等の御協力をいただきながら登山道

の管理・整備を行っているところでございます。

その作業等につきましては、市において謝礼金を

支払っているところですが、厳しい作業環境です

とか物価の高騰などから、その金額の増額につい

て要望が出されているところでございます。

そのほか、老朽化したヒュッテの整備ですと

か、登山道や登山口への案内板の設置などが要望

としてございます。なお、案内板につきまして

は、今年度、登山道入り口など４か所に設置する

こととしております。

◎９番（竹浪 敦委員） 様々な要望が出されて

いるようでございますけれども、弘前市として、

観光資源の一つとして、今後の岩木山登山道の整

備をどのように考えていらっしゃいますでしょう

か。

◎観光課長（早坂 謙丞） 岩木山登山道は重要

な観光資源の一つであり、登山道の整備は必要不

可欠であることから、現在、国・県の関係機関や

日赤岩木山パトロール隊などの登山に精通してい

る関連団体などとともに、岩木山環境保全協議会

というのを設置しておりまして、維持管理、修繕

等に関する協議を行いながら、登山者の安全確保

に係る整備等に努めているところであります。

市といたしましては、有効な財源を確保するた

めに国の補助などの情報収集を図りながら、多く

の方々に安全で魅力的な登山コースとなるよう、

引き続き登山道整備に努めてまいりたいと考えて

おります。

◎９番（竹浪 敦委員） ありがとうございま

す。

私も、実際にこの登山道整備の作業をちょっと

何度かお手伝いをさせていただきました。弥生登

山道のササの刈り払いなど整備のための市からの

謝礼金が、その団体は20万円頂いているとお伺い

しておりましたが、実際その作業は、覆われたサ

サを最低限刈り払い、本当に落ちるような急斜面

で先が見えない場所もあり、危険性を伴う作業内

容であること、また整備に必要な道具などを考え

ると、もうちょっと予算を出していただけないか

なと私も思いました。ぜひ現在の作業内容に対す

る謝礼金として妥当なのか、いま一度検討してい

ただくことを要望して、私からの質疑を終了いた

します。

◎委員長（佐藤 哲委員） 昼食のため、暫時休

憩いたします。

〔午前１１時５１分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

──────────────────────

◎１３番（蛯名 正樹委員） 私から、７款１項

２目、決算書117ページの青森県漆器協同組合連

合会運営費等補助金についてお伺いいたします。

現在、津軽塗の映画「バカ塗りの娘」が上映さ

れております。先般、私もちゃんと見に行きまし

た。津軽塗の生産工程や津軽塗の抱える課題、あ

るいは後継者の問題、様々、いろいろと情緒を深

めてつくられた映画だなと思って、非常に秀作で

あると私は思っております。

そういう観点で、今回こういう津軽塗の販路開

拓とか後継者育成について質疑をさせていただき

ますが、まずは販路拡大が83万円、後継者育成

が110万1000円、漆山管理事業が10万円というふ

うな予算が盛られておりますが、これらの後継者

の育成の状況や販路開拓の状況についてまずはお

知らせください。

◎産業育成課長（太田 尚亨） まず、青森県漆

器協同組合連合会運営費等補助金という中で、後
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継者育成事業と販路拡大の部分ということでござ

います。まず、この補助金全体のことで御説明い

たします。

当市には、当市を代表します伝統的工芸品津軽

塗というのが重要無形文化財でありまして、県内

で唯一国の伝統的工芸品に指定されておりますけ

れども、やはり個別企業の販売力が弱く、津軽塗

業界の体質も脆弱でございまして、知名度も高く

ないということから、取り巻く環境は厳しい状況

であると我々は認識しております。

また、国の指定産地組合であります青森県漆器

協同組合連合会も収入源に乏しく、円滑な運営に

支障を来しているという状況でございまして、事

務局体制の強化を図るとともに、それから業界の

体質改善及び強化を図り、産地の振興に資するた

めに、市でも当該連合会の運営や事業に係る経費

の一部を補助しているという状況にございます。

そういった中で、まず連合会事業で取り組んで

いる後継者育成事業でございますけれども、こち

らのほう、次の世代を担う若手職人を新たに育成

するための研修事業や、その研修生や研修修了生

の展示会への出展経費などを支援しているもので

ございます。

研修生の育成の状況といたしましては、これま

でに14名が研修を修了しておりまして、このうち

９名が津軽塗職人として活動してございます。ま

た、現在５名が研修生として津軽塗の技術の習得

に励んでいるという状況でございます。

次、販路開拓という部分の支援についてでござ

います。

こちら、令和４年度の状況を説明いたします。

まず、販路拡大事業として、令和３年度に引き続

きまして、弘前市団体等販売促進活動支援事業費

補助金も活用して、弘前市立観光館を会場に、津

軽塗フェアを開催したほか、東京ドームで開催さ

れたテーブルウェア・フェスティバルへの出展な

ども支援するなど、地元や首都圏での販路拡大に

つなげた支援をしております。

また、令和５年度につきましても、津軽塗フェ

ア、テーブルウェア・フェスティバルなどの出展

支援のほか、市では新たに現代のニーズに合った

商品やパッケージなどの開発及び制作に係る経費

の一部補助をしまして、新規開拓の拡大やギフト

需要の増加につなげるとともにプロモーションの

強化による認知度向上、販路拡大を目指すような

取組もしてございます。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 後継者の育成の状

況とか販路拡大、そういうふうな点については

しっかりとサポートをしながらやっているという

のは分かるのですけれども、その中でやっていて

の、後継者育成とか販路拡大についての行政サイ

ドで感じる課題というものがもしあればお知らせ

いただきたいと思います。

◎産業育成課長（太田 尚亨） まず、我々とし

ましても、今、後継者育成事業とかをやっており

ますけれども、例えば、先ほど連合会といいます

か、業界が脆弱であるという部分がございまし

て、やはり業界全体が、それぞれの職人といいま

すか、やっている方たちはこういう津軽塗をつく

りたいのだという熱い思いはあるのですけれど

も、それぞれ思い、方向性がちょっと違ったりな

んかして、一丸となっているかというとなかなか

そうはなっていないという状況がございます。

そういった中で我々も、それから今津軽塗の指

定産地組合となっております青森県漆器協同組合

連合会も、やはりいま一度このバカ塗りの娘とい

う映画も踏まえて、こういった契機に一丸となっ

てやっていこうということで、様々な津軽塗の職

人とか、そういった方にも一緒にやっていきま

しょうということでお声がけしているという状況

にございます。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 津軽塗の、今回の
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バカ塗りの娘の撮影をサポートした職人と私も

ちょっとお話をする機会があって、聞くと、やは

りその辺の今、課長がおっしゃったような課題が

やはりしっかりあるというふうにも聞いています

し、また後継者を育成するにはいろいろな多方面

のカリキュラムというか、そういうふうなものも

必要であるというふうに職人のほうでも思ってい

て、ただ技術を教えるだけではなくて、販売す

る、あるいは他の工芸品、あるいはそういう地場

産品との連携であるとか、そういうふうな多角的

な視点でのカリキュラムというか後継者育成が必

要であるというお話も聞いていますので、しっか

りとその辺をサポートしていただきたいと思いま

す。

やはり自分たちで稼げる、そういう産業にしな

ければならないので、こっちから全てお膳立てし

てやってあげるというふうなことも、それこそ甘

やかし過ぎということにならないほうが、かえっ

て自分で商売をやっていくための、そういう経験

値を積むためにも、親はちょっと厳しくという意

味ではないですけれども、そういうふうなことも

必要なのかなという話にも聞いております。

このバカ塗りの娘というのが全国的にこれから

上映されれば、相当インパクトがあると思うので

す。やはりいろいろな面で津軽に来る人たちは、

そういう撮影スポットとか、そういうふうなとこ

ろを見て回るようになりますし、三和小学校の廃

校跡を使って、そういうふうな撮影もされたよう

ですので、そういうふうなところをしっかりと、

私の思いとすればいろいろな意味でアイデアでは

ないですけれども、研修場をそういうふうな廃校

の学校跡地を活用して津軽塗、こぎん刺し、いろ

いろなものができるような施設とか、そういうふ

うな視点も考えられますので、これからしっかり

とこれを契機にもう一度進めて、地場産業として

なりわいになるような産業に育てていってもらい

たいと思います。これで終わります。

次は、中心市街地活性化推進事業であります。

７款１項２目、115ページ、説明書の151ページで

すが、中心市街地活性化事業について、この委託

料700万円ですか、中心市街地歩行者・自転車通

行量調査と地域情報システム運営業務委託料とい

うことだと思いますけれども、これについての成

果、状況調査はどうであったのか。そして、その

結果をどう評価しているのか、まずお尋ねいたし

ます。

◎商工労政課長（福士 智広） 委託による調

査、それからアンケート調査結果等がどうだった

のかということでございます。

まず、効果測定のほうからお話ししたいと思い

ます。効果測定のほうでは、中心市街地活性化基

本計画の終了後に国へ提出する最小フォローアッ

プ報告書の作成のために必要であったもので、市

民に向けてアンケートを実施しているものでござ

います。

こちらの評価としましては、令和４年度の評価

として、中心市街地に行く頻度が月に１回から２

回程度という回答が一番多く、全体の27.5％、そ

れから次に３年前と比較した中心市街地へ行く回

数は変わらない、減ったという回答が合わせて86

％、また３年前と比較した中心市街地の様子につ

いて、活気が少しなくなったという回答が多

く、48.5％となっておりまして、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大の影響もあったとはいえ、

以前に増して中心市街地はちょっと厳しい状況に

あるものということでございます。

それから、通行量のほうでございますが、全体

で令和４年度は微増となっております。コロナ禍

前には遠く及ばないものの、回復の兆しが明らか

に見られる状況で、２年間中止または規模の縮小

となっていたイベント等の開催の効果も各会に見

られているというような状況でございます。
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それから、地域情報の発信ですけれども、市民

や観光客が様々な情報を閲覧しているということ

から、中心市街地への来街者の増加と回遊性の向

上が図られたものと考えております。店舗情報や

イベント情報、駐車場情報によりまして、来街者

の増加や来街する際の利便性向上につながってい

るものと考えております。

空き店舗情報では、出展を希望する事業者が閲

覧することが魅力的な店舗の出店につながりまし

て、空き店舗の解消や新たな町のにぎわいの創出

に寄与しているものと考えております。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 状況調査をして、

中心市街地の２期計画を総合的に検証して、次の

計画に向かってビジョンを策定しているというふ

うなことで理解はしておりますけれども、その辺

の次期計画に向けた話合いというか、今の２期計

画を踏まえた、そういう今後の段取りというのは

今どの程度話し合われているのか、まずその辺だ

け教えてください。

◎商工労政課長（福士 智広） 次期計画に関し

てでございます。現在、まずは様々な実施主体に

よって中心市街地活性化につながる様々な事業が

実施されるよう、弘前市中心市街地活性化協議会

をはじめまして、民間事業者及び各団体等と対話

を重ねながら、中心市街地活性化ビジョンで示す

将来像の実現に向けた取組を進めていく中で、今

後必要に応じて３期計画の策定を検討するという

ことで考えております。

市といたしましては、今、官民がそれぞれの特

長を生かしながら、活性化に向けた取組を着実に

推進することによりまして、中心市街地の活力を

高め、中心市街地が長期的、安定的にその周辺に

波及効果をもたらす場となるよう、引き続き、取

り組んでいるところでございます。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 官民一体となって

協議して前に進めているというお話で伺いました

けれども、やはり商工会議所とか、そういう関係

する人々と十分、今後どういうふうな方向性で行

くのかということを話し合ってはいるでしょうけ

れども、その辺をもう１段も２段も深めて取り組

んでいただきたいと要望して、この件については

終わります。

次は、７款２項３目、126ページ、都市公園等

指定管理料、これに関連してお聞きしますが、

ペットと散歩できる公園の現状、そして市の基本

的な考え方、どういうふうな方向性でペットと公

園を利用できるようにしていくのかというふうな

方向性について、まずはお聞きいたします。

◎公園緑地課長（土岐 康之） ただいまの質疑

の犬と散歩ができる公園の現状と、今後の市の考

え方というところでございます。

まず、現状といたしましては、平成24年度に社

会実験の実施を経まして、犬が散歩のできる公園

というのは、公園の管理に係る協力をいただいて

いる町会や、また近隣の地元の町会から了解が得

られた公園を犬と散歩ができる公園として順次開

放してきておりまして、令和５年８月末時点で

は、市内の公園緑地課が管理している都市公園や

農村公園など356公園のうち、約半数の174公園を

犬と散歩ができる公園として現在開放していると

ころであります。

こちらの犬と散歩ができる公園の市の方向性と

いうところですけれども、公園の管理に協力いた

だいている町会の声としましては、犬が排せつす

るふんや尿の放置による衛生面の懸念、あと草刈

り、清掃等の管理協力の作業の際に支障があると

いった御意見が町会のほうからは寄せられていま

す。

あと、一方で愛犬家の方からは、現在は立入り

を制限している芝生、広場等への立入りを求め

る、散歩できる範囲を広げてほしいという意見が

寄せられている状況であります。
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犬の散歩ができる公園や区域を増やすために

は、飼い主のマナー向上と住民の理解が必要であ

ると市としては考えているところです。

市としましては、例年２回実施しているマナー

講習会を今後も継続的に開催し、マナー向上を図

るとともに、今年度から新たに市ホームページに

犬と散歩ができる公園の位置情報や、散歩のとき

のルール等を掲載しまして、さらなる情報発信に

取り組んでいるところです。

今後も公園の管理に協力を頂いている町会及び

愛犬家の方々と意見交換、情報交換を引き続き行

いながら、犬と人、人と犬が共に快適に利用でき

る公園づくりを進めていきたいと考えているとこ

ろであります。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 分かりました。

やはり、町会の皆さんの御理解をちゃんと得た

上で、そして犬を飼っている、ペットを飼ってい

る人たちのマナーの向上も併せてしっかりとやっ

ていくというふうなことで対応していきたいとい

うことで認識しました。

犬をペットとして飼っている団体の人たちのお

話を聞くと、そういう定期的なマナー向上のため

の研修会だとか、そういうふうなこともやってい

まして、ふんの処理のいろいろな取組もされてい

るようですので、その辺をやはり住民の方あるい

はペット愛好家の方たちとしっかりと協議あるい

はお話し合いを進めながら、今後とも、両者が

しっかりと理解をした上で開放される公園が一つ

でも多くなればいいのかなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

◎１５番（石山 敬委員） 私は、７款１項２

目、116ページ、団体等販売促進活動支援事業費

補助金、そして、７款１項２目、117ページ、飲

食店等営業時間短縮要請協力金給付事業を併せて

質疑いたします。

これは、どちらもコロナ関連の臨時交付金を活

用しての事業ということで、完全に令和４年度で

終わったと認識しておりますが、この二つの事

業、説明書では合算の金額が載っておりますが、

例えば団体販促であれば、例えば補正で何回か

やったと思いますし、この飲食店営業時間短縮

云々というのは３期にわたってやったと思うの

で、その辺をちょっと詳しく実績をお伺いしたい

のと、そして一番気になるところが、今回どちら

の事業も申請した方が全て交付となったのか、そ

の辺をちょっと確認したかったのでお伺いしま

す。

◎商工労政課長（福士 智広） 団体等販売促進

活動支援事業費補助金と飲食店等営業時間短縮要

請協力金の内容について御説明いたします。

まず、団体等販売促進活動支援事業費補助金で

ございますが、令和４年５月補正での第１期と９

月補正の第２期に分かれておりまして、いずれも

予算額では補助金額として70団体、１団体当た

り500万円の３億5000万円の予算に対しまして、

第１期５月補正分では100％の70団体で、交付実

績といたしましては約97％の３億3832万7530円の

実績となっています。第２期、９月補正分につき

ましては、約83％である58団体の申請がございま

して、交付実績といたしましては約80％の２

億7937万5808円の実績となっております。合わせ

まして、合計団体数としては85団体、予算の想定

としては91％に当たる128団体、実績といたしま

しては約88％である６億1770万3338円の実績と

なっております。

なお、85団体の申請中、43団体が２回申請して

交付となっているという状況でございます。

次に、飲食店等営業時間短縮要請協力金につい

てでございます。

こちら、この要請期間が令和４年１月27日から

３月21日までということになるのですが、申請の

期間が令和４年５月20日までとなっておりまし
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て、令和３年度と令和４年度分にまたがっている

形になってございます。

今回、４年度決算分につきましては、申請件

数2,058件に対しまして、交付件数は同数の2,058

件、交付額は11億2443万2000円となっておりま

す。

ちなみに、令和３年度の１期、２期分までが３

月中に交付されていまして、789事業者分の７

億1524万9000円が令和３年度分で交付されており

まして、令和４年度分と合わせて、この営業時間

短縮期間、全期間に対しまして2,637事業者、店

舗数でいくと2,919店舗で、合計18億3968万1000

円の実績となっております。

それから、申請に対して全て交付となっている

かということでございますが、まず団体等販売促

進活動支援事業費補助金につきましては、申請の

あったものに対して全て交付となっております。

一部、申請時に不備のあるものもありましたが、

受付時に修正・変更等の助言を行うことで、最終

的に全ての申請に対して交付となっております。

それから、飲食店等営業時間短縮要請協力金に

つきましても、申請のあったものに対しては全て

交付となっております。ただし、時間短縮要請の

対象期間内に８時以降の営業を継続していた店舗

について、事業者に事実確認を行った上で、申請

者が申請を取り下げたケースや、協力金の給付後

に申請内容と実態に誤りがあったと申請者の申出

があったものに関して、一部返還していただいた

ケースはございました。

◎１５番（石山 敬委員） まず、申請に対して

全員が結果として受け取ったということは非常に

よかったと思います。最中、事業期間中は申請者

の方からいろいろな声があって、本当に大変だっ

たと思いますが、本当にお疲れさまでした。あり

がとうございます。

続いて、次の質疑です。７款２項３目、127

ページ、こどもの森整備事業についてお伺いしま

す。

まず、工事内容についてお伺いします。

◎公園緑地課長補佐（鳴海 淳） こどもの森整

備工事についてお答えいたします。

こどもの森整備工事14万3000円の内訳は、軒下

に空けられた鳥によると思われる穴を修理したこ

どもの森ビジターセンター屋根補修工事、こちら

のほうは事業費が３万3000円となっております。

それと、雪による倒木や落石により通れなく

なった管理道路を修繕した令和４年度こどもの森

管理用道路補修工事、こちらのほうは事業費が11

万円となっております。２件であります。

◎15番（石山 敬委員） ちなみに、こどもの森

というと久渡寺もあるのですけれども、その久渡

寺の頂上までの登山道のこれまでの整備状況につ

いてお伺いします。

◎公園緑地課長補佐（鳴海 淳） これまでの整

備状況についてお答えいたします。

こどもの森につきましては、市で所有している

土地のほか、宗教法人久渡寺様からお借りしてい

る土地や地元地権者から使用を承諾されている道

路敷地等により構成されております。

現在、市で使用を承諾されている登山道を一部

含んでいる道路敷地につきましては、毎年春の雪

解け後に通行に支障がないよう補修を行っており

ます。

また、頂上までの登山道につきましては、一般

財団法人弘前市みどりの協会で自主事業として登

山を実施していることから、草刈りや枝払い等を

実施しているとのことであります。

◎１５番（石山 敬委員） 私も頻繁に山に登っ

ているわけではないのですけれども、令和２年

の10月でしたか、久渡寺の遭難者救助で１回登っ

たことがあって、あのときも結構奥のほうまで

行ったのですけれども、ところどころ、やはり一
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般の方だと登山道としては、ちょっと崩れたりし

て駄目なところもあったのかなと。その後ちょっ

と見ていませんのであれですけれども。近年は本

当に登山客が多くなっているように感じておりま

すが、そういった登山客の皆様方からの声という

のは届いていますでしょうか。

◎公園緑地課長補佐（鳴海 淳） こどもの森を

管理している一般財団法人弘前市みどりの協会に

確認したところ、登山道についての御意見は特段

聞こえていないということでございました。

ただ、倒木や蜂の巣などの危険物がある場合、

そういうお知らせがあった場合は、すぐ対応して

いるということでございます。

◎１５番（石山 敬委員） ありがとうございま

した。

実際は声はないという答弁でしたが、たまたま

かもしれませんけれども、ぽつぽつとそういう声

が実際に地元の人にも届いているようでございま

すので、実際登山客というか、ビジターセンター

も含めた利用者、大人だけではなくて、あそこは

こどもの森ですから、子供たちの御意見も、そう

いった箱を置くなど、子供にとって楽しめるよう

な、そういった一体となるような、登山道の整備

も併せて、非常に充実した施設となるように要望

したいと思います。

◎１６番（木村 隆洋委員） 私からは３点ある

のですが、ちょっと順番が前後するのですが、７

款１項３目、決算書118ページの旅費に関しては

通告しているのですが、内容が理解できましたの

で、この部分は割愛させていただきます。

７款１項２目、決算書115ページから116ペー

ジ、創業・起業支援拠点運営事業についてお伺い

いたします。

過去５年間の相談件数、また、創業件数の推移

をお伺いいたします。

◎産業育成課長（太田 尚亨） 過去５年間のビ

ジネス支援センターの相談件数、創業件数という

ことでございますが、まず、このひろさきビジネ

ス支援センターは、創業・起業を促進し、地域に

おける新たなビジネスの創出、経済の活性化を図

ることを目的に市独自で設立したものでございま

して、相談者数としましては、平成30年度は137

人、令和元年度は121人、令和２年度は120人、令

和３年度は189人、令和４年度は175人となってお

ります。ただ、同じ方が複数回相談されている

ケースもございまして、件数ということで考えま

すと、相談件数は、平成30年度が316件、それか

ら令和元年度は293件、令和２年度は318件、令和

３年度は496件、令和４年度は442件となってござ

います。

創業者数といたしましては、平成30年度は27

人、令和元年度は38人、令和２年度は30人、令和

３年度はセンター開始以来過去最高の67人、令和

４年度につきましても過去２番目に多い52人と

なっております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 今、相談人数と相

談件数を伺ったのですが、具体的な内容はどう

いったものがあったのかお尋ねいたします。

また、創業した方の業種、どういった業種が

あったのかも併せてお伺いいたします。

◎産業育成課長（太田 尚亨） まず、相談の内

容でございますが、令和４年度は442件なのです

が、１件で複数の内容も相談するパターンもござ

いまして、それらを合計すると延べ954件となっ

ております。

内容といたしましては、経営に関するもの

が421件、財務、資金繰りとかそういうものに関

するものが221件、それからサービス展開などの

販路開拓に関するものが106件、その他雇用・

サービスなどの人材育成に関する部分が206件と

なってございます。

創業した方の業種につきましては、食堂やパン
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屋、ラーメン屋などの飲食・サービス業が16件、

それから美容院や整骨院などの生活関連サービス

業が12件、それから輸入家具販売、宝飾販売など

の小売業が６件、デザインなどの専門技術サービ

ス業が５件などとなってございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） このひろさきビジ

ネス支援センターを利用した方で、創業される方

が、令和３年度が67人で、令和４年度が52人と、

どちらとも過去最高、過去２番目という形で、コ

ロナ禍でも非常にいい傾向が出ているのかなとい

うふうにも思っております。

そこで、これまで創業した人たちの事業継続率

はどうなっているのかお伺いいたします。

◎産業育成課長（太田 尚亨） 創業者の事業継

続率につきましては、青森県のほうで令和元年度

に県内８市にある創業支援拠点を利用した創業者

の実態調査ということで実施しておりまして、実

はそれ以降の調査結果というのはないと、調査さ

れていないということなのですけれども、そのと

きの調査では、平成26年度から平成30年度までに

創業したもののうち、事業の継続を確認できたの

は、青森県全体ではまず68.4％となっています。

ひろさきビジネス支援センターを利用した創業者

の継続率としては77.6％ということで、県全体の

数値よりも上回っておりまして、同センターを通

じて、伴走型の創業・起業支援の取組が実を結ん

でいるものかと考えております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 創業するのも非常

に重要なのですが、何といっても継続していくこ

とが一番大事だと思いますので、その辺のサポー

トもお願いしたいと思います。次に行きます。

７款１項３目、予算書120ページ、大都市観光

ＰＲキャンペーン事業についてお伺いいたしま

す。

説明書を拝見すると、弘前市首都圏キャンペー

ン実行委員会に負担金を出しているということで

あります。この実行委員会の構成メンバーをお伺

いいたします。

◎観光課誘客推進係長（千葉 秀克） 弘前市首

都圏キャンペーン実行委員会の構成メンバーにつ

いてお答えいたします。

弘前市首都圏キャンペーン実行委員会の構成団

体につきましては、弘前商工会議所、弘前観光コ

ンベンション協会、弘前市物産協会、岩木山観光

協会、弘前市の５団体となっております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 説明書のほうに事

業内容が書かれてあります。事業内容を見ると、

四国金比羅ねぷたに行ったりとか、神戸でねぷた

をやられたりとか、ねぷたを活用してプロモー

ションを様々行っていると思うのですが、このね

ぷた団体への支出というのはどうなっているのか

お伺いいたします。

◎観光課誘客推進係長（千葉 秀克） 当該事業

におきましては、弘前市の誘客を目的に、大都市

において当市の大規模観光物産キャンペーンを実

施しており、主にインパクトのある大型の扇ねぷ

たを活用し、事業を展開しております。

大型扇ねぷたの展示や運行、ねぷた絵制作の実

演において、ねぷた団体などの協力が不可欠な場

合もあるため、その際には弘前ねぷた参加団体協

議会に依頼し、謝礼や旅費として支出しておりま

す。

令和４年度の内訳としましては、四国金比羅ね

ぷたまつりが152万1460円、墨田区内小型ねぷた

展示が25万円、第10回弘前ねぷた浅草まつり

が342万円、日本商工会議所青年部設立40周年記

念事業が62万9000円、ふるさと祭り東京2023

が452万円となっております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 大都市観光ＰＲ

キャンペーンということで、四国金比羅ねぷたま

つりとか、弘前ねぷたｉｎ神戸2022、この辺は多

分、令和４年度に初めてやられた事業なのかなと
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いうふうに思いますが、この大都市観光ＰＲキャ

ンペーンの事業効果というのをどのように捉えて

いるのかお尋ねいたします。

◎観光課誘客推進係長（千葉 秀克） 事業の効

果といたしましては、観光地としての弘前市の魅

力を直接的に発信することで、弘前市を訪れたこ

とのある人のみならず、新たな客層の掘り起こし

や認知度向上にもつながり、さらなる観光客の誘

致や当市における観光消費額の拡大につながって

いるものと考えております。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産

党。

◎１番（須藤 江利加委員） 私からは、７款１

項６目の123ページ、説明書でいけば170ページに

あります星と森のロマントピア整備工事について

お伺いしたいと思います。

まず、この整備工事の概要についてお答えいた

だきたいと思います。

◎観光課長（早坂 謙丞） 星と森のロマントピ

アは、施設整備から30年以上が経過し、施設、設

備ともに経年劣化があることから、安定した施設

運営と利用者ニーズに対応するために、老朽化し

た施設、設備部分の整備工事、突発的な故障への

対応、それから利用者ニーズに対応する改修工事

などを行っております。

工事に当たりましては、利用者ニーズや施設の

老朽具合等を見ながら、指定管理者と随時協議し

ながら決めているところでございます。

令和４年度の実績といたしましては、決算説明

書等に記載のとおりでございますが、決算額

が2494万7901円で、工事の件数は29件となってお

ります。

主な工事といたしましては、井戸ろ過機ろ材交

換工事が462万円、プレハブ冷凍冷蔵庫改修工事

が350万3500円、そのほか白鳥座玄関の天井改修

工事や屋外のベンチデッキの補修などを行ってお

ります。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

老朽化が大分進んでいると思うのですけれど

も、説明書の事業概要のところに書いているので

すが、その他工事24件と省略で書いてあるところ

があるのです。この部分について、24件を全部言

うのは大変かもしれないので、少しでもいいの

で、ほかに何があったのか教えていただけません

でしょうか。

◎観光課長（早坂 謙丞） 決算説明書以外で書

かれている24件をお話ししますと、例えば１号源

泉のポンプ入替え工事ですとか、それから白鳥座

の誘導灯の改修工事、それから白鳥座温水ヒー

ターの改修工事と、施設の改修工事が主なものと

なっております。

◎１番（須藤 江利加委員） 個人的に気になる

のが、割とシーズンで若い世代もしくは子供たち

を連れた親御さんが結構星と森のロマントピアを

使っていらっしゃるようなイメージがあるのです

けれども、バーベキューをやるスペースがあった

と思うのですが、あの辺一帯の部分は今回、何か

工事をやったりとかされていたのでしょうか。

◎観光課長（早坂 謙丞） バーベキューのコー

ナーについては、屋外にありまして、やはり委員

おっしゃるとおり、利用に支障がある危険なとこ

ろは毎回板のほうの張り替えを行っておりまし

て、今年度も行ってございます。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

ちょうど30年となると、私もかなり利用させて

いただいた世代の一人になるのですが、今回様々

工事がされていると思っていて、前年度との比較

を見ても、やはり非常に毎回高額な工事が必要に

なってきているようにお見受けします。

今後、この工事、どんどんまたやっていかない
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といけない部分がまだあるのかもしれませんけれ

ども、今回、多分優先的に必要な部分をいろいろ

やってきたと思うのですが、新たにまた次に向け

て、何か大きな修正というか工事をしなければい

けない部分というのは今あるのでしょうか。

◎観光課長（早坂 謙丞） 現段階におきまし

て、大規模な工事というところは計画はしてござ

いません。

ただ、ロマントピアのほうは今指定管理のほう

で行ってございまして、今年でその指定管理期間

が５年目ということで、現在、次の指定管理期間

の更新に向けて作業をしてございます。

年々、この議会におきましても、補正予算で対

応して、施設の安定的な運営のほうを行ってきて

いるわけですけれども、次の指定管理期間を３年

ということにしておりまして、その３年間の中

で、この施設の在り方を研究していきたいと、検

討していきたいと思ってございます。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

この後はちょっとだけ要望になるのですけれど

も、やはり長い年月を見ますと、最初の頃は大分

遊べる場所がたくさんあったイメージで、子供た

ちもすごく大勢押し寄せていたイメージもあった

のですが、どんどん老朽化もあって、今は、昔

あったゴーカートですか、ちょっと危険な感じで

遊べる、ああいう遊具もどんどんなくなってきて

いますので、ぜひ安心安全に子供たち、若い世代

も御高齢者も含めて遊べるような場所をちょっと

維持していただけるようによろしくお願いしま

す。

◎１７番（千葉 浩規委員） 私からは、７款２

項３目、126ページ、報償費の都市公園等管理協

力事業についてです。

まず、事業の概要と、この事業がいつから始

まったのか、答弁をお願いします。

◎公園緑地課主幹（小山内 渉） まず、都市公

園の管理協力のほうの概要、始まった時期ですけ

れども、都市公園において、月１回以上の清掃、

年２回程度の除草、遊具及び公園施設の破損、公

園樹木における病害虫の発見等の通報など、管理

運営について協力いただいているものでありま

す。

公園の規模や内容に応じて、令和４年度は296

公園、122町会に396万5000円の謝礼金を支出して

おります。

いつから始まったかなのですが、ちょっと定か

な、文書がちょっと見つからないところはあった

のですが、昭和52年度に管理協力要綱が定められ

た記録がありますので、その頃から始まったもの

と思われます。

◎１７番（千葉 浩規委員） ちょっと確認する

ことになるのですが、協力している町会数につい

て、もう一度答弁をお願いします。

◎公園緑地課主幹（小山内 渉） 公園の管理協

力の町会数ですが、近年の状況ですが、平成30年

度は128町会、令和元年度は127町会、令和２年度

は126町会、令和３年度は122町会、令和４年度

は122町会、今年度、令和５年度は今123町会であ

ります。

全般的には減少傾向であり、管理協力を取りや

める主な理由は、町会の構成員の高齢化による作

業を行う人員の確保が難しいというものでありま

す。

◎１７番（千葉 浩規委員） 要綱から数える

と、およそ45年間やっているわけですけれども、

そうした場合、最長、協力している町会の数は分

かるものでしょうか。答弁をお願いします。

◎公園緑地課主幹（小山内 渉） すみません。

今の最長の年数なのですが、今の要綱の年度が

やっと見つかったところで、ちょっと町会につい

て、年数についてははっきりしておりません。
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◎１７番（千葉 浩規委員） とにかく要綱が定

められて、また、それ以前からも行っている町会

があるということを考えると、もう50年近く協力

していただいている町会もあるのではないかとい

うふうに思うわけです。町会の関係者からは、謝

礼金も頂いているわけだけれども、やはりここは

市長の名前の入った感謝状が欲しいなという声も

あります。

それで、これだけ頑張っていただいております

ので、長く頑張っている町会には、ぜひ市長の名

前の入った感謝状なども頂ければいいのではない

かと思いますので要望しておきます。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告に

よる質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、弘前さくら未来の御質疑ありませんか。

◎５番（赤平 泰衛委員） 決算書の120ペー

ジ、７款１項３目18節、説明書で言うと158ペー

ジでございますけれども、広域観光推進事業につ

いてお尋ねいたします。

今のアフターコロナといいますか、コロナ禍の

影響で、今本当に注目を集めているのが、このリ

モートワークとワーケーションといったところ

で、今までと違うライフスタイルといったものが

非常に高まってきております。

そういった中で、当市で行っているワーケー

ションモニターツアーがございますけれども、こ

の概要について教えていただければと思います。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） ただいまの

ワーケーションについての内容ということでお答

えさせていただきます。

こちらのワーケーションでございますが、地域

活性化起業人プログラムを活用した事業でござい

まして、11月２日から４日までの日程で、ワー

ケーション商品開発のためのモニターツアーを開

催いたしました。そのモニターツアーは、弘前で

健康になるワーケーションと題しまして、宿泊場

所も食事もりんごにこだわった内容で実施したも

のでございます。そして、最終日にりんご園での

農作業ですとか、そういうことも行いまして、弘

前ならではという特色を出して実施したワーケー

ションでございます。

◎５番（赤平 泰衛委員） ありがとうございま

す。

このワーケーションツアーということで、この

目的の中に商品開発のための調査というのが説明

書のほうに書かれてございます。この商品開発と

いうところでいうと、実際やってみた結果、調査

ですので、この商品開発に向けた進捗状況があれ

ば教えていただければと思います。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） 発売に向け

た進捗状況ということでございますが、今現在は

まだ商品としての販売はございませんけれども、

こちらのほう、参加した企業のほうの人気といい

ますか、こちらのほうにつきましてはすごく好評

でして、ワーク以外がただの観光とかいうところ

ではなくて、地元弘前のりんごのことについても

触れることができてとてもよかったということ

で、参加した方、それから参加の企業本体のほう

からも喜びの声を頂いておりまして、今年度もこ

ちらのほうは、りんごにこだわった形でもう一

度、今度はこちらのほうのワーケーションのツ

アーをもう一度企画、実施する予定としておりま

す。

◎５番（赤平 泰衛委員） ありがとうございま

す。

それから次に、同じく決算書の120ページ、説

明書で言うと162ページにあるのですけれども、

いわゆるこの一般社団法人クランピオニー津軽が

設立されて、これは令和２年４月に設立されて、

およそ３年半くらいたつのですけれども、そこで
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このクランピオニー津軽の活動状況がどうなって

いるのか教えてください。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） クランピオ

ニー津軽での活動状況ということでございます

が、令和４年度の事業実績としてお答えさせてい

ただきます。

まず、講師の方を招聘してのインバウンドの受

入環境整備状況の調査を圏域内３町で実施しまし

た。こちらのほうは鰺ヶ沢町、大鰐町、中泊町で

実施して、受入状況、どういうふうにしたらよく

なるかということの検証をしております。

二つ目に、観光庁の補助金を活用した体験型の

商品開発。

三つ目に、観光情報発信プラットフォーム「津

軽なび」の全面改修でございます。こちらのほ

う、新サイトとして、現在は「ＴｉｍｅＴｒｉｐ

ＴＳＵＧＡＲＵ」として、圏域の情報を発信して

おります。

四つ目が、体験型旅行商品の販売ということ

で、その「ＴｉｍｅＴｒｉｐＴＳＵＧＡＲＵ」の

サイトの中から、旅行をしながら、今体験型の旅

行というのが大変人気を集めておりますので、体

験したいというサイトに申込みしていただく商品

の販売を行っております。

そして五つ目に、株式会社松屋との協定締結に

基づく商品開発、物産展による観光プロモーショ

ンの開催。

次に、地域創生プログラム「チームｉＣＨｉ」

を活用し、将来の津軽地域の観光ビジョン策定を

通じた地域人材育成。

その次に、津軽広域観光マップの多言語化とい

うことで、昨年度、圏域の皆さんで作成した津軽

広域マップを英語、繁体字、簡体字、韓国語の４

か国語に多言語化しております。

その次に、ＳＮＳ等での情報発信に活用できる

スマートフォンによる動画制作勉強によるスキル

向上ということで、現役の職員の動画撮影の練習

といいますか、そちらの研修会をやっておりま

す。

最後に、観光客の満足度調査ということで、観

光客の満足度と住民観光意識のアンケート調査と

いうものを実施して、こちらのほう、どのような

状況かということを調べております。

回復期にある観光需要を捉えた事業や商品展開

を進めながら、津軽エリアの認知度向上にも努め

る一方で、将来の広域観光ビジョンを策定するプ

ログラムの導入ですとか、観光情報の多言語化や

動画制作に伴う勉強を通じて人材育成に取り組ん

だものと認識しております。

◎５番（赤平 泰衛委員） ありがとうございま

す。

様々、多岐にわたって、こちらの事業がクラン

ピオニー津軽での事業が行われてきたというふう

に思っていますけれども、当市で行っている、い

わゆる広域観光事業と、それからこのクランピオ

ニー津軽が実施している観光事業がありますけれ

ども、それぞれの業務分担なり役割分担といった

ものがあると思うのですけれども、どのような仕

分をしているのか、ちょっと教えていただければ

と思います。

◎国際広域観光課長（佐藤 真紀） 広域観光に

ついてのクランピオニー津軽と当市との役割分担

ということでございますが、まずクランピオニー

津軽のほうは、この圏域14市町村の広域観光とい

うことで、かじ取り役というふうな形を取ってお

ります。というのは、圏域の14市町村が全部クラ

ンピオニー津軽におんぶにだっこでやってもらう

というふうな組織ではなくて、各自治体がそれぞ

れでやるものを取りまとめて、方向性であったり

とか、こういうふうな売り方をすればいいですと

か、そういうふうな圏域全体で取り組んでいきま

しょうということのかじ取り役をしておると認識
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しております。

そして、当市としての広域観光でございますけ

れども、圏域14市町村はもちろんでございます

が、北東北、そして南北海道の函館までというこ

とで、各自治体と協力したり、また、どこから

入ってどこから出るかというのも県内だけで考え

るのではなくて、広域で北東北から考えておりま

すので、そういう意味での役割分担というふうに

認識しております。

◎５番（赤平 泰衛委員） 大変分かりやすく、

ありがとうございました。

やはり、このクランピオニー津軽の役割という

のは、地域のつなぎ役、そういうことでもって、

やはり民間の事業者であるとか、あるいは地域住

民、そういった方々の協力を本当に得ながら、最

終的には民間が稼げる地域づくりに向けて、ぜひ

実になる活動を継続していってほしいということ

を要望しながら質疑を終わります。

◎副委員長（外崎 勝康委員） ほかに、弘前さ

くら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公

明の御質疑ありませんか。

◎１４番（畑山 聡委員） ７款２項３目12節委

託料、126ページ、都市公園等指定管理料のとこ

ろ、先ほど蛯名委員がお話ししたところでござい

ますけれども、かぶらないようにお話しします。

児童公園等はペット等が入園できないようにし

ているところが多いはずですけれども、看板も立

てていると思うのです、出入口に。業者か何かに

委託して立てていると思うのですが、その看板等

をきちんと確認したことはありますでしょうか。

◎公園緑地課長（土岐 康之） 今おっしゃった

ように公園の入り口等に、これ全ての公園という

より必要に応じて看板を設置しておりますけれど

も、市のほうで直接の場合もありますし、指定管

理者に依頼して設置している場合もありますの

で、そこは確認して設置しております。

◎１４番（畑山 聡委員） 城東中央三丁目町会

の町会長をしております。第二児童公園で、今度

の日曜日も出て、草刈り・清掃をします。町会の

人たちには本当に頭下げて協力してもらっていま

す。最大限、弘前市に対して協力しています。看

板を立ててくださいと言ったら四つ立ててくれま

した。立ててくれたのはいいのだけれども、実際

に実物を見てもらいたい。小さな文字で、本当に

小さな文字で、犬、猫等を入園させないでくださ

い、ばかにしているのかと私は思いました。公園

緑地課にお願いしたのです、立ててほしいと。だ

から、こんな細かいことを言いたくはないけれど

も、今、犬、猫のことが出ました。どうせ立てる

のだったらきちんとした文字で、大きな文字で書

いていただければと。そういうことです。こちら

が勝手にやってもいいのですよ。でもそれはでき

ないでしょう。

◎副委員長（外崎 勝康委員） ほかに、創和・

公明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

◎１１番（坂本 崇委員） 私からは、７款２項

３目、決算書126ページの都市公園等管理協力事

業について質疑いたします。

先ほど千葉委員も質疑されておりまして、その

答弁によりますと、令和４年度の管理協力町会

は122町会ということで、管理している公園、対

象となっている公園というのが二百九十七、八と

かと聞いたのですけれども、町会の数と管理して

いる公園の数というのは大体倍というか、多いと

思うのですけれども、そうすると１町会につき複

数の公園を管理している場合もあるというふうに

思いますが、もし複数管理している町会で最大ど
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れぐらいの公園を管理しているのか。

あと、それと396万5000円の決算額ということ

で、これが協力町会に支払われる謝礼金というこ

とになると思いますが、これは公園数で謝礼金を

算出しているのか、一律でやっているのか、もし

くは何か設定されているのかどうか、その中身と

いいますか、仕組みをお聞かせください。

◎公園緑地課長（土岐 康之） ただいまの坂本

委員の御質疑、各町会で多く公園を管理協力して

いる場合は何公園あるのかということで、最も多

いところの箇所を一つの町会で管理しているとこ

ろといいますのは、一番多いところで25か所の公

園を管理いただいております。

あと、謝礼金の算出といいますか、算定ですけ

れども、謝礼金につきましては、弘前市都市公園

等の管理協力要綱というのを定めておりまして、

その中で公園の規模によりまして清掃の金額、草

刈りの金額を定めております。そちらの金額につ

きましては、細かくなりますけれども、公園の面

積が1,000平米未満の公園は、清掃が年額6,000

円、草刈りが年額２万5000円、1,000平米以

上2,000平米未満の公園の場合は、清掃が7,000

円、草刈りが２万8000円、2,000平米以上4,000平

米未満の公園は、清掃が8,000円、草刈りが３

万2000円、4,000平米以上6,000平米未満の公園

は、清掃が１万円、草刈りが３万8000円、6,000

平米以上8,000平米未満の公園は、清掃が１

万2000円、草刈りが４万4000円、そして8,000平

米以上の公園につきましては、清掃が１万3000

円、草刈りが４万7000円というふうに規定してお

りまして、複数の公園を管理協力していただいて

いる町会に関しては、これらの公園の規模とか、

この金額を合算した金額を謝礼金としてお支払い

しております。

◎１１番（坂本 崇委員） 今の答弁では、そう

すれば一番というか、規模の小さい公園で２

万5000円、規模の大きい公園では、草刈りが４

万7000円と、大体この範囲ということでの仕組み

だということが分かりました。

こういう謝礼を頂いて、各町内会はいろいろと

やりくりをしながら、公園の清掃であるとか、草

刈りであるとか、ボランティアで皆さんやられて

いると思います。

先日、２款のところで市民活動保険でしたか、

の話をちょっと伺いました。そのときに、公園の

草刈りの作業中に草刈り機で刈っているときに、

石を巻き込んで石が飛んで、近くに駐車している

車にぶつかって、そういう事故があったと。平

成30年度でしたか、そのときにそういう事故が

あって、その保険で、市民協働課のほうでやって

いる保険で対応したという答弁がありました。

そのときの答弁の中で、近年こういう、この保

険に対する質問、問合せが多くなってきていると

いうことでございました。それこそ、その保険の

適用というのが結構厳しくて、作業中にプロテク

ターの装着とか、あるいは石が飛ばないように

ガードといいますか、パーティションか何かで

しっかりと守らなければいけない。そして何より

も人数、複数の人数、作業員を使ってやらなけれ

ば、その保険の適用というのは厳しいですよとい

うようなお話がありました。

確かに道路、歩道とかの草刈りのボランティア

であれば、しょっちゅう車が通っているので、

パーティションとかは必要なものだと思うのです

が、大きい規模の公園だと、一々パーティション

を持って草刈りをするとなると効率が悪いと思う

のです。ましてや町会によってはなかなかマンパ

ワー不足というか、草刈りボランティアの人員を

確保できないというような町内会もあります。

私もよくいろいろとそういうボランティアの方

から意見を聞くのですが、広い公園であればパー

ティションがなくても人が通っていないとか車が
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通っていないところの時間帯を見計らって作業を

すると。そういう車が通ったり人の往来があると

きは作業を止めるとしながら、何とかこつこつと

やっていくしかないと、そういった町会もある

と。なかなか人が集まらなくて少人数でそうやっ

て手分けしてやっている町会もあると。であれ

ば、市民活動保険というところの適用というの

が、そういう場合なかなか難しくなるのではない

かと。そういう心配する声が寄せられています。

あまりにもそういう部分を考えると、なかなか

難しいということで、先ほど質疑いたしました

が、それぞれ協力、謝礼金を頂いているわけです

けれども、それに追いを打って、シルバー人材セ

ンターですとか、あるいはほかの専門業者に業務

そのものを町会でお願いしてやったりしている町

会もあるという話を聞くわけなのですが、なかな

かこの謝礼の金額の中で、そういった草刈りの作

業というのを全部やるというのも、ボランティア

なわけですので大変だと思うのです。このことに

ついて、市の見解といいますか、こういった場合

の対応についてどう捉えているか、お考えをお聞

きしたいと思います。

◎公園緑地課長（土岐 康之） 今、委員のおっ

しゃったように、市民活動保険のほうでは、現

在、草刈りの業務で小石などの飛散を防ぐパー

ティションの使用がその保険の適用条件となって

いるということでしたので、実際に町会のほうで

も大変だなという声も幾つか聞かれておりますの

で、そういう町会の負担をできれば軽減したいな

ということで、公園緑地課のほうでも考えており

まして、公園緑地課のほうでパーティションの使

用がなくても適用になる保険がないかということ

で保険代理店などに相談しておりまして、パー

ティションの設置を適用条件としない、こちら損

害賠償、第三者に損害を与えた場合に適用になる

保険というのに実は令和５年度から加入しており

ます。

この保険の補償内容としましては、草刈りで損

害賠償が生じた場合、一度の事故につきまして、

免責金額１万円の負担はあるのですけれども、１

億円までの上限で保険金額が支払われる内容と

なっております。

◎１１番（坂本 崇委員） 一度の事故につき免

責１万円、最高１億円までということですか。そ

れですと、どういう事故であっても町会のほうで

負担するということなのですよね、１万円。それ

で１億円まで使えるということだと。分かりまし

た。

結構ボランティア活動保険とか、そういうの私

も調べたのですが、なかなかこの事例にフィット

する保険というのがない中で、損害賠償という観

点で、ちょっと違う、私もちょっとボランティア

保険ばかり見ていたものですから、そういう形

で、そういういい保険があったということは、協

力町会の方たちも大変安心するのではないかなと

いうふうに思います。

そうすれば、市民活動保険と、この今、公園緑

地課で今年から入られた保険とを事案によってう

まく使い分けて、そういった公園の草刈りボラン

ティアの人たちの活動の際には、もし万が一のこ

とがあったとき使えるよということの見解でよろ

しいですか。

◎公園緑地課長（土岐 康之） 今の市民活動保

険と公園緑地課で加入しました保険の使い分けが

できるかというところでいきますと、市民活動保

険が適用になれば免責とかは必要なくなりますの

で、そちらのほうが町会の負担も必要ありません

ので、そちらを使っていただいたほうがいいと思

いますし、そちらではちょっと適用にならないも

ので公園緑地課で加入した保険のほうを使えるの

であれば、そちらを使うと。そこは使い分けし

て、事故の状況に応じて使い分けして活用できる
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ということになっております。

◎１１番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。

そういう使い方ができるとなれば、様々な事情

が町会によってあると思うのですが、大分その部

分については安心される町会も多いというふうに

思います。

今年度からこの保険に入ったということでした

よね。この周知についてはどういうふうになって

いるのでしょうか。

◎公園緑地課長（土岐 康之） 町会への保険加

入の周知ですけれども、毎年一度、町会の管理協

力の連絡会議というものを11月に開催しておりま

して、そのときに周知しようということで考えて

おりました。

◎１１番（坂本 崇委員） 11月の説明会で周知

ということだと思いますが、11月だと間もなく雪

が降ってまいります。もう今年度は、草刈りす

る、あれがなくなると思いますので、できれば、

あと今９月、10月とありますので、早めに周知し

ていただければ、いろいろ困ったり心配している

町会も多いと思いますので、早く安心させてあげ

ていただきたいと思います。

◎１２番（齋藤 豪委員） 決算書は115ページ

から118ページになろうかと思います。決算書の

ほうで項目が拾えなくて、説明書の148ページ、

企業立地推進事業、款項目は７款１項２目です。

説明書のほうに３項目ほど書いてあるので、それ

ぞれ質疑したいと思います。

企業誘致推進事業ということで、説明書には市

内へ企業を誘致するため、幅広く情報発信を行

い、積極的な誘致活動を実施。企業訪問回数が21

回、旅行回数が11回、誘致実績は３社というふう

に記載してあります。幅広い情報発信とか、積極

的な誘致活動を含め、どのような実績、どのよう

な具体的な活動をしてきたのか。さらには、この

誘致された会社、訪問された会社についてもお聞

かせいただける限りでいいのでお聞かせくださ

い。

◎産業育成課長（太田 尚亨） 企業誘致推進事

業ということで、まず幅広く情報発信、積極的な

誘致活動ということなのですけれども、こちら、

その下のほうの、一番最後のほうの弘前市企業誘

致推進協議会運営事業のほうにも関連してくるの

ですけれども、こちらのほうの運営協議会の中

で、誘致に関する様々、現に誘致しています企業

との情報交換会や、その他不動産業界からの物件

情報、それから学校関係からの人材確保のそう

いった情報などなどを、まずこの中で集めまし

て、その中で誘致に関する、可能性のあるような

企業ということがありましたら、それらに対し

て、この旅費でもって誘致活動、訪問等を行って

いるという状況になってございます。

訪問としましては、延べ21社と、旅行回数11回

ということになってございます。複数、何社かま

とめて行ったりするので11回ということになって

ございますけれども、令和４年度の訪問実績とし

ましては、会社数でいきますと19社、そのうち２

社については２回訪問してございまして、延べ21

社、本社を中心に訪問してございます。訪問した

地域としましては、東京都や大阪府、愛知県など

となってございます。

訪問した内訳としまして、既に誘致認定してい

る企業が８社、そのうち１社は２回訪問している

ので、延べ９社。新規に新たに訪問した企業は、

延べ11社、そのうち１社は２回訪問したというこ

とで、延べでは12回訪問となってございます。

訪問した新規の企業については、相手のあるこ

とでございまして、先方に御迷惑等がかかる可能

性もございますので、非公表とさせていただいて

おります。

令和４年度に誘致した実績といたしましては３
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社。こちらのほうはもう誘致認定しておりますの

で公表等は大丈夫なのでお知らせいたしますと、

一つが株式会社エントリーシェアジョブ農家さん

相談弘前支店となります。もう１社がＰＳＰ株式

会社弘前営業所。それから最後、中部電力パワー

グリッド株式会社弘前ＢＯセンターと、この３社

ということになってございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

会社の説明を受けたのですけれども、ちょっと

内容までは理解できなくてすみません。

それこそ、先ほど農林のところでも質疑したの

ですけれども、それこそ農業業界は人手不足なの

ですけれども、企業が来ると人が取られると、痛

しかゆしという部分はあるのですけれども、新し

いイノベーションとか機械化とか、いろいろ農業

分野で進めております。昨今も物価高騰による県

の補助事業で農業機械を求める方が農政課に随分

殺到しておられるということなのです。そこの裏

側には半導体とか、機械を造る部品が随分足りな

いというお話も聞きました。

ここの企業誘致推進協議会のところに農業団体

が書いていないので、そういう意見が反映されな

いのかなと思うのですけれども、そういう農業機

械を造るような会社とか、それこそ一大りんご産

地で基幹産業でもあります。補助事業にはスピー

ドスプレヤーという高額な機械が殺到したりして

いるのですけれども、そういう会社は全部長野県

にあるのです、本社が。ぜひ弘前にもそういう会

社を誘致してもらえればなという思いを付して終

わります。

◎副委員長（外崎 勝康委員） ほかに、櫻鳴会

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産

党の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議

員の御質疑ありませんか。

◎２６番（工藤 光志委員） まさに今、齋藤委

員が質疑した項目なのですが、まず今、齋藤委員

が言ったように、農業機械の各メーカーの支店統

廃合の問題が出ているのです。その中で今、ＡＩ

技術を使って、無人の農業機械とかそういうふう

な物がいっぱい出てきております。その関係の企

業に行っていないことがまず分かりました。

もう一つは、市長の公約でもあったわけですけ

れども、健康関連企業の誘致。しかも、そういう

企業を誘致するために、団地の造成を商工部長に

指示したというふうな、私の一般質問の答弁にあ

りました。

この三つの項目、まだ７款１項２目なのです

が、これに関連すれば三つの枠があって、これで

活動をしていると。それは分かりました。分かり

ましたけれども、この中で非常に大事なことが一

つ抜けていると思うのです。その企業が来ている

のは、電話でいろいろ仕事をする、そういう企業

が３社ほどだと思うのですが、もっともっと大事

なことが、この企業誘致推進協議会あたりでもい

いし、内部で、庁内でこの団地のこととか、健康

関連企業とかの話になっているものでしょうか。

◎産業育成課長（太田 尚亨） まず、団地の整

備についてですけれども、庁内の関係課と複数回

にわたって検討しております。具体的には農林部

や都市整備部とはこれまでも事務担当レベルでの

情報交換ということを実施しておりまして、企業

からの問合せに対する対応方法の検討をはじめま

して、土地利用に係る法規制、それからその対策

に関する情報交換等を行っております。

令和４年度につきましては、４月19日に関係部

局の事務担当から部長級までの会議を開催したほ

か、８月24日、11月15日、２月14日に事務レベル
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での打合せを実施してございます。

また、令和５年度につきましても、５月26日、

８月８日の２回打合せを行っておりまして、まず

５月29日はこれまでの団地整備に関する意見交換

の振り返りとか、改めての確認みたいなところを

しまして、８月８日につきましては、我々のほう

で先進地視察等も実施してございまして、その実

施した先進地を含めた地域未来投資促進法を活用

した産業用地の確保等に関する検討等を行ってお

ります。

それから、健康医療産業の誘致という部分につ

きましては、どちらかといいますと、我々産業育

成課とともに、まずは弘前大学で行われておりま

すＣＯＩ－ＮＥＸＴのほうに参画している企業を

まず誘致のターゲットとして考えてアンケート等

を行っておりまして、それらの企業に対して意向

調査等を実施しているという状況となってござい

ます。

また、それ以外にも今年度、健康医療産業等の

情報収集をするための委託も行っておりまして、

それらを利用しまして、企業の情報を収集し、

様々情報発信をしているところでございます。

◎２６番（工藤 光志委員） 複数回庁内で団地

造成についての検討をした、協議はしているとい

うことが分かりました。ただ、その中で団地を造

成するという前提で協議しているのか、やらない

ということで協議しているのかと、それから弘前

大学という話が今出ていたのですが、以前に私が

一般質問をしていますが、山形大学での重粒子線

治療のことで、弘大とも話をしているのだった

ら、弘大医学部のほうの関心とか、そういうふう

なものはお聞きしていますか。

◎産業育成課長（太田 尚亨） まず、団地の整

備の検討のお話なのですけれども、まずやらない

とか、そういうことではなくて、まず我々も当市

の産業用地については、既存の工業団地や産業団

地は全て分譲済みであるということで、工業系用

地については一定の大きさの空き地が不足してい

るというのは認識してございます。こういった中

で、団地に適している場所として、一般的に国道

等の幹線道路へのアクセスが容易であるとか、ま

とまった一団の用地が確保できるとか、あと既存

の工業団地、産業団地の隣接地といった条件に適

合するような場所というふうに一般的に考えるの

ですけれども、それら、やはり一般的に市街化調

整区域になってきまして、そのほとんどにおいて

農振法、農地法、都市計画法の規制がありまし

て、その規制は容易に解除できないということの

状況でございます。

そういった中で、平成29年に施行されました地

域未来投資促進法の一定条件を満たせば各種の規

制の解除、配慮がなされるということを確認して

おりますので、現段階におきましては、まずはこ

の地域未来投資促進法を活用した、地域未来投資

促進法は、こちら……（「分かっているのだ、そ

れは」と呼ぶ者あり）失礼しました。

民間企業がその計画を策定しまして、それに対

して県の承認を受けて、民間企業が主導で開発す

るものでございまして、こちらのほうを中心に今

のところは団地の造成といいますか、団地開発と

いうことができないかということを中心に検討し

てございます。

それから、ＣＯＩ－ＮＥＸＴのほうのお話でご

ざいますけれども、弘前大学ＣＯＩ－ＮＥＸＴの

ほうとも複数回にわたって誘致のほう、企業誘致

ができないかどうかというところで、会議等で

様々意見交換させていただいております。

また、そこに参画している企業様にも実際にそ

の会議の中で、もしくは訪問しまして、今すぐで

なくても今後企業誘致、団地等、工場等を整備す

る予定がないかなどなど、そういった意見等を聞

いてございます。
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◎２６番（工藤 光志委員） 動きが遅いのだ

よ。地域未来投資促進法については、何回も私は

質問していますよ。それ、今さらそういうことで

できるか・できないか、半歩ぐらいは進んだかも

しれませんけれども、すぐやらなければならない

ことをすぐやらないから駄目なのです。

今、日々の業務もやりながら、関係する各課と

各部と協議しているようですけれども、部長、こ

れ特別なチームをつくって、一日でも早く、１年

でも早くそういうふうな団地を造って企業を誘致

するようなチームをつくらなければならないと私

は思っていますが、部長はどう思いますか。

◎商工部長（西谷 慎吾） 今うちの部の中でも

産業育成課、今、課長、補佐はじめ産業振興係が

一丸となって誘致に取り組んでいるところではあ

ります。ただ、健康医療関連産業の誘致を中心に

立地の可能性、それから当市にゆかりのある企

業、そういったものの情報収集をして、実際に企

業訪問をしてやっていくということであれば、そ

れなりに業務もかなりのものが必要になるという

ところがありますので、専門チームの設置あるい

は専任職員の配置、そういったものがあれば、効

果的に企業誘致のほうが進むものと考えておりま

す。

◎２６番（工藤 光志委員） 西谷部長の決意は

重く受け止めます。

これから来年度に向かって、人事異動でいろい

ろな形でこれから上のほうと相談をする機会があ

ると思いますので、そういう企業誘致のために専

門チームでもいいですし、そうでなければ産業育

成課のほうに人数を割いてもらって、多くしても

らって、そこで検討する、そういうふうな形を、

西谷部長、最大限努力していただきたいと思いま

す。

終わります。

◎副委員長（外崎 勝康委員） ほかに、無所属

議員の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認

め、これをもって、７款商工費に対する質疑を終

結いたします。

──────────────────────

◎副委員長（外崎 勝康委員） ８款土木費に対

する理事者の趣旨説明を求めます。

◎建設部長（木村 和彦） ８款土木費の決算に

ついて御説明申し上げます。

まず、建設部に係る１項から３項までについて

御説明申し上げますので、128ページを御覧くだ

さい。

１項土木管理費は、人件費と各種協議会等に係

る経費で、予算現額3692万5000円に対しまして、

支出済額が3687万8255円で、４万6745円の不用額

となります。

129ページから135ページにかけましての２項道

路橋りょう費は、道路や橋梁等の新設・改良及び

除排雪業務などに係る経費で、予算現額45億8373

万9240円に対しまして、支出済額が41億1765

万2143円、翌年度繰越額が２億3983万5533円で、

２億2625万1564円の不用額となっております。翌

年度繰越額は、橋りょう維持費及び地方道改修事

業費などに係るものであります。

不用額の主なものを申し上げます。

131、132ページを御覧ください。

２目道路維持費のうち、12節委託料の5974

万1405円は、除排雪業務に係る経費が見込みを下

回ったものであります。

133ページ、３目道路新設改良費のうち、14節

工事請負費の2207万5965円は、ピンポイント渋滞

対策事業で一部、令和５年度に実施することと

なったものに応じた不用額などとなっておりま

す。

134ページ、６目地方道改修事業費のうち、14
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節工事請負費の3883万8040円は、交付金決定額に

応じた不用額となっております。

135ページから136ページにかけましての３項河

川費は、河川の改修・維持に係る経費で、予算現

額9030万6000円に対しまして、支出済額が8671

万5854円で、不用額は359万146円となっておりま

す。

続きまして、４項都市計画費について御説明申

し上げます。

136ページから142ページにかけましての４項都

市計画費は、都市整備部、上下水道部所管事務に

係る経費で、予算現額29億3143万3043円に対しま

して、支出済額が27億9090万7933円、翌年度繰越

額が6410万134円で、7642万4976円の不用額と

なっております。翌年度繰越額は、駅前広場・山

道町樋の口町線街路整備事業及び歩きたくなるま

ちなか形成事業などによるものであります。

不用額の主なものを申し上げます。

137、138ページを御覧ください。

２目都市計画調査費のうち、12節委託料の1485

万8568円は、都市計画図作成時期の見直しなどに

よるものであります。

141ページ、６目交通政策費のうち、18節負担

金、補助及び交付金の4374万4691円は、弘南鉄道

運行費補助金の交付額が見込みを下回ったことな

どによるものであります。

続きまして、５項住宅費について御説明申し上

げます。

142ページから144ページにかけましての５項住

宅費は、建設部所管事務に係る経費で、市営住宅

の維持管理や空き家対策などに係るものとなって

おり、予算現額７億8740万4000円に対しまして、

支出済額が７億3104万3629円、翌年度繰越額

が7,000円で、5635万3371円の不用額となってお

ります。翌年度繰越額は、耐震診断義務化建築物

耐震改修工事支援事業費補助金に係るものであり

ます。

不用額の主なものを申し上げます。

143ページを御覧ください。

１目住宅管理費のうち、14節工事請負費の3769

万7920円は、契約差額などによるものでありま

す。

144ページ、２目建築指導費のうち、18節負担

金、補助及び交付金の549万円は、空き家・空き

地利活用事業費補助金の申込者が見込みを下回っ

たことなどによるものであります。

以上であります。

◎副委員長（外崎 勝康委員） 暫時、休憩いた

します。

〔午後 ２時４５分 休憩〕

───────────────

〔午後 ３時１５分 開議〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

本款につきましては、５名の質疑通告がござい

ます。順次、会派を指名いたします。

まず、創和・公明。

◎１４番（畑山 聡委員） 私からは８款４項６

目、141ページです。説明書のほうが187ページに

なりますが、まちなかお出かけパス事業について

簡単に質疑させていただきます。

高齢者が公共交通を利用した際に運賃を軽減す

るとともに、高齢者の運転免許自主返納を促進す

ると。どこかの自治体で既にやっていることなの

かもしれないのですけれども。高齢者500人と、

これきっぱり、交付数が高齢者500人ということ

は、予定が500人で、その500人を全部満たした

と。まず、それが達したのかどうなのか、それが

第１点です。

それから、軽減措置と言っておりますけれど

も、具体的にどのぐらいの金額の軽減措置をして

いるのか。この２点についてお答えいただければ
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と思います。

◎地域交通課長補佐（對馬 真理子） まちなか

お出かけパス事業の定員に対して、その応募状況

についてお答えいたします。

令和４年度の実績といたしましては、定員を超

える598名の方から応募がございまして、優先購

入となります27名、これは運転免許を返納した方

と、一定の期間内に返納を予定されている方、こ

の方たちが27名となりますが、この方を除く571

名から473名が当選しております。抽せんの倍率

につきましては、約1.2倍となっております。

運賃の軽減のことに関しましては、まず5,000

円でお出かけシニアパスというものを弘南バスの

窓口のほうで購入していただきます。こちらのパ

スを持っていれば、市内を運行する路線バスや乗

合タクシー、あと弘南鉄道大鰐線の運賃を１乗

車100円で利用できるものとなっております。

◎１４番（畑山 聡委員） ちょっとお声が小さ

くて、十分に聞き取れなかった部分もございます

が、倍率が1.2倍と、なかなか面白い制度だな

と。これから高齢化が進む中、たしか課長の談話

で新聞に、さらに推し進めていきたいと、拡大し

ていきたいという新聞記事を読んだ覚えがござい

ます。弘前でこういうことをやっているのだと。

買物難民がこれからどんどん増えていくだろうと

思いますし、これはどんどん広めていっていただ

ければなというふうに、うまくいっているようで

大変よろしいかと思いました。

近いうちに地域交通課のほうにお話を伺いに行

くかと思いますけれども、よろしくお願いいたし

ます。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、２点お伺

いいたします。

８款２項２目、決算説明書175ページ、道路環

境サポーター制度についてお伺いいたします。

この実績として、活動数をお聞かせください。

◎道路維持課長（柴田 義博） 道路環境サポー

ターにつきましては、市が管理する道路を住民団

体や企業等が地域の環境美化のために自発的に花

の植栽や清掃などを行うことに対し、活動に必要

な花の苗やごみ袋などの資材を支給するもので

す。

令和４年度の活動団体は８団体、活動人数

は331人となっております。

◎３番（志村 洋子委員） この制度を広めるた

めのＰＲ方法を教えてください。

◎道路維持課長（柴田 義博） ＰＲ方法です

が、制度のＰＲにつきましては、市のホームペー

ジ、広報ひろさき、あとアップルウェーブ、また

市の職員によるエリア担当制度を通じまして、各

町会のほうに御紹介している状況です。

◎３番（志村 洋子委員） この制度について参

加する団体や活動人数を増やすために、さらにＰ

Ｒを拡大すると効果があると考えますが、市の見

解をお聞かせください。

◎道路維持課長（柴田 義博） 市としまして

も、この制度をＰＲして広げたいと考えておりま

す。制度をＰＲすることにつきましては、花の苗

を植える団体の活動につきまして、今月マスコミ

による取材を検討しております。また、今後、市

のホームページによりまして、活動団体名を紹介

するなども検討してまいりたいと思います。

なお、同制度の活用を希望する団体に対しまし

て、事業制度の説明を現在行っており、活用につ

いてまたさらに検討していただいているところで

す。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

マスコミによるアピール、現在活動されている

方々が充足感を得ることができて、さらに活動団

体が増えると期待できるのではと考えます。これ

まで以上に市内の美化活動が拡充できるよう、今
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後も活発にお願いいたします。

次の質疑に移ります。８款２項７目、決算

書135ページ、交通安全施設整備事業についてお

伺いいたします。

まず、令和４年度の実績をお聞かせください。

◎土木課長（工藤 昭仁） それでは、令和４年

度の通学路対策事業の実績について御説明いたし

ます。

設計等業務委託料としまして、中野座頭石線ほ

か１路線を実施しました。

また、交通安全施設整備工事としまして、(仮

称)折笠５号線では、道路新設と歩道の設置、石

渡外瀬線ほか４路線では、路側帯のカラー化、宮

園一丁目２号線ほか２路線では、側溝整備による

路側帯の拡幅を実施しております。

また、支障物件の移転補償が４件ございまし

た。

◎３番（志村 洋子委員） この事業の効果をお

聞かせください。

◎土木課長（工藤 昭仁） 事業の効果につきま

しては、まず歩道の新設につきましては、歩道を

新たに設置することにより、歩行者と車両を分離

いたしまして、安全な歩行空間の確保を図りま

す。歩行者が車両と接触する危険性が減少し、歩

行者の安心感が高まるものと考えております。

また、路側帯のカラー化につきましては、道路

を色彩によって区別することで、運転者に歩行空

間の存在を認識させ、注意を喚起し、通行速度の

抑制につながるものと考えております。

また、側溝が未整備であるため、通行に当たり

水路に落ちるなど危険性がある箇所においては、

側溝を整備することで路側帯が拡幅され、歩行空

間が確保されるとともに、通行の際の危険性の解

消も図られると考えております。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

通学路対策事業は児童の登下校時の安全対策の

ために非常に重要であると考えます。今後も合同

点検をはじめ、関係機関と連携しながら事業を進

め、児童の安心と安全を確保できる歩行空間の管

理に努めていただきたいと思います。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 私からは、３点ほ

ど質疑いたしますが、まずは、８款２項２目、決

算書132ページ、除排雪関係経費でございます。

まず、除排雪業務委託料について、令和４年度

の除排雪の総括と評価、そして課題についてお知

らせください。

◎道路維持課長（柴田 義博） 昨冬の降雪状況

につきましては、年末から年始にかけてまとまっ

た降雪があったことや、１月下旬と２月中旬には

大雪になるなど、最大積雪深では、平均値の

約1.4倍となる120センチを記録しております。

令和４年度の除排雪関連経費の決算額としまし

ては18億5324万円となっており、直近５か年平均

の約1.3倍というふうになっております。

また、除排雪に関する市民要望は、令和４年度

は3,595件あり、令和３年度の4,430件と比べ、約

２割減少しておりますが、今後は近年見られる短

期の集中的な降雪や気温の乱高下など気象状況に

も対応できるよう、除雪事業をしっかりと行って

まいりたいと思います。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 18億5000万円ぐら

いかかって、それぞれ大変苦労して、それなりの

課題も見えてきたので、令和５年度では、それを

踏まえてしっかりと除排雪に対応していくという

ことで考えて受け止めるわけなのですけれども、

市職員の指導、業者サイドも、あるいは市民サイ

ドも、やはりフラストレーションというか、そう

いうようなことも耳に入ってきます。そういう意

味で、市職員の業務判断のばらつきについては、

どういう指導がなされ、また、どういうふうなこ

とを考えているのかお知らせください。
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◎道路維持課長（柴田 義博） 市では、地域ご

とに降雪量、市民からの要望、道路種別などが違

うことから、その工区の特性情報を取り入れたカ

ルテを作成しております。市職員の人事異動や委

託の受注業者が代わっても、一定の作業水準を維

持できるように取り組むとともに、冬期間、毎

日、工区の担当職員でミーティングを実施してい

る状況です。

今後も職員の除排雪に関する知識の向上と職員

間の情報共有を図ることにより、業務判断のばら

つきがないように努めてまいりたいと思います。

◎１３番（蛯名 正樹委員） やはり指導する立

場の職員もしっかりと判断の基準を徹底して、そ

ういう指導にむらがないようにしていただきたい

と思いますが、やはりそのためにはふだんから、

いかに道路維持課内あるいは部内でそういうコ

ミュニケーション、あるいはＯＪＴで先輩がどう

いうふうな形でやればいいかという指導をしっか

りと徹底していただきたいと思います。

また、去年18億5000万円という予算がかかっ

て、過去10年、11年くらいの平均を見ると、14

億5000万円から15億円近く最終的にはかかってい

るのです。ですから、今やはり生活道路とか通学

路とか、そういう除排雪の早期の対応、そして徹

底を市民のほうからは要望として結構上がってき

ていると思いますし、当初予算から、その辺の予

算を加味した設定の必要性もあろうかと思いま

す。これから、今年の予算も10億円というふうな

ことでスタートするわけですが、やはりその辺を

改めたそういう予算の計画も含めて、財政のほう

でもそういう議論を深めていただきたいと思いま

す。除雪は、これで終わります。

次に、決算書113ページ、８款２項２目、街路

樹管理事業、決算説明書177ページでございま

す。

街路樹の管理業務についてですが、何点かお伺

いしますが、この街路樹、樹種と本数の概要、そ

の辺の実績、委託する実績をまずはお知らせくだ

さい。

◎道路維持課長（柴田 義博） 令和４年度末で

の街路樹の樹種及び本数につきましては、101種

類、6,934本となっております。

また、街路樹維持管理業務の実績としまして

は、市内を６工区のエリアに分けまして、1,624

本の剪定、そして約３万3100平方メートルの草刈

り作業を実施しているということです。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 街路樹の本数と

か、そういう樹種も、多岐にわたっていろいろな

樹種があるということも分かるわけでございま

す。

この街路樹というのは、植栽されてから大体40

年から50年くらいたって、いろいろと街路樹の管

理に関するそういう問題点とか、気候に合わない

という、昨今の地球温暖化、今年も高温でなかな

か非常に、街路樹というのは植栽のますの中で、

限られた環境の中でなっているわけですので、や

はり合わない樹種というのがかなり出てきている

と思うのです。ナナカマドであるとか、そういう

ふうな樹種は、やはりアメリカシロヒトリとか、

そういう病害虫にもかなりやられて欠木になって

くる、そういうふうな状況もあると思います。

こういう中で、この生育の悪くなった街路樹に

関して、対応についてはどういうふうなお考えな

のか、ちょっとお伺いします。

◎道路維持課長（柴田 義博） 生育が悪く枯れ

木となっている割合が多い主な街路樹につきまし

ては、宮園や早稲田地区に植樹しているナナカマ

ドや昴地区に植樹しているシラカバというのがあ

ります。枯れ木につきましては、随時こちらのほ

うで伐採というのを行っております。

なお、一部の町会等では、伐採後の植樹ますを

利用していただいて、先ほど委員のお話にあった
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道路環境サポーター制度を活用した花の植栽など

を行っていただいているというような地域もござ

います。

◎１３番（蛯名 正樹委員） やはり、そういう

街路樹に適さないような樹種がだんだん分かって

きたということで、先ほど志村委員も宣伝を強化

したほうがいいということでありますけれども、

その道路サポーター制度、我が宮園町会でも手を

挙げてしっかりと、街路樹が欠木になった、伐採

した植樹ますに花とか、そういうのを植えて、

しっかりと地域の皆さんと協力してやりましょう

ということもありますので、ぜひそういうことを

広めて、しっかりと街路樹に適さないことを、マ

イナスではなくて、新たな道路環境の管理の在り

方というものを模索していただきたいと思いま

す。

次に、８款５項２目、決算書144ページ、空き

家実態調査等業務委託料、決算説明書192ページ

でございます。

これについて、７月８日付の陸奥新報で新聞報

道されたと記憶しておりますけれども、弘前市が

市内全域で令和４年度に実施した空き家実態調査

の結果、市内の空き家の件数は、全域で2,546件

であったということですけれども、これの実態調

査の業務委託の、簡単に目的とその結果について

お知らせいただきたいと思います。

◎建築指導課長（原子 覚） 空き家実態調査等

業務委託を行った目的といたしましては、弘前市

空き家等対策計画を改訂するための基礎資料とす

るもので、空き家の実態調査及び所有者へのアン

ケートを行ったものであります。

今回実施した実態調査における空き家数は、市

内で2,546棟が確認されており、平成28年度に実

施した実態調査の1,412棟から大幅に上回った結

果となっております。

空き家の状態につきましては、約８割が利用可

能な状態であるということが判定されておりま

す。また、空き家の分布につきましては、市街化

区域に位置する空き家の割合が約６割、市街地で

はおおむね８割から９割が利活用可能な空き家と

判定されており、前回の調査結果と割合としては

ほぼ変わらないようなものとなっております。

次に、所有者に対してアンケートを実施してお

りますが、その結果におきましては、60代以上の

所有者の割合が、前回調査では７割だったものが

約８割となっており、人口比率の傾向と同様に所

有者の年代にも高齢化が見られ、また、空き家と

なった原因、きっかけにおきましても、居住者の

死亡あるいは施設への入所といったことが約５割

となっており、高齢化を要因とした理由が前回調

査時の４割と比較しまして増加しているという状

況になっております。

このように、人口減少、少子高齢化を背景とし

た空き家の増加が顕著なものとなっております。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 本調査によって空

き家の実態が大分見えてきたという感じがしまし

たが、平成28年度の調査で、空き家が1,412棟、

令和４年度の調査では2,546棟と大幅に増加した

ということです。その理由として考えられるもの

は何なのか、少しお伺いいたします。

◎建築指導課長（原子 覚） 空き家がこれほど

増加した要因といたしましては、前回、平成28年

度の調査以降、町会のほうからの情報提供である

とか、あるいは市民からの相談、苦情等によって

蓄積された情報を活用するとともに、水道のほう

の閉栓情報というようなものも活用しまして、こ

れによって当課でこれまで把握し切れていなかっ

た潜在的な空き家の調査も可能となったというこ

とでありまして、それを基にして調査した結果、

前回の調査から約1,100件増加の2,546棟の空き家

が確認されたものであり、平成28年度の実態調査

と比較して、より精度の高い調査を実施した結果
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であるものと考えております。

◎１３番（蛯名 正樹委員） この問題で、最後

にお伺いしますが、この弘前市空き家等対策計画

を改訂するための基礎資料として本調査を実施し

ていくということでございますけれども、その改

訂内容及び今後の対応について若干、その辺の考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

◎建築指導課長（原子 覚） 弘前市空き家等対

策計画につきましては、現在改訂作業を進めてい

るところでありまして、計画期間を令和８年度ま

で延長し、さらなる空き家対策を推進していくた

めに、当市における空き家対策に関する新たな個

別施策などについて組み入れていくこととしてお

ります。

具体的には、空き家バンクの充実や利活用に対

する支援制度として、物件登録奨励品の贈呈や全

国版空き家バンクの活用のほか、空き家の所有者

等に対するサポートなど、コーディネート体制の

強化、また空き家所有者等の情報の外部提供制度

の実施、また財産管理制度等の活用といった新た

な対策について組み入れることとしております。

今回の空き家実態調査により、市で把握する空

き家総数が増加しているとともに、周囲に影響を

及ぼすような空き家も増加しているものと思わ

れ、また、民間会社の将来予測からも空き家は今

後も増加していくことが予想されております。

市といたしましても、空き家対策にはさらに注

力していく必要があるものと考えており、改訂後

の弘前市空き家等対策計画の下、今後もしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 分かりました。

今年の12月には改正空家特別措置法が施行され

ると聞いております。今後も総合的な空き家対策

として、空き家の発生予防や利活用、適正管理、

除却をしっかりと進めていただきたいと思いま

す。

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、弘前さくら未

来。

◎２番（工藤 裕介委員） 私からは、８款２項

２目18節、決算書133ページ、消融雪施設管理運

営費補助金について質疑させていただきます。

この消融雪施設管理運営費補助金の内容、説明

書を見るとある程度のことは書いてあるのです

が、改めて概要を御説明お願いします。

◎道路維持課長（柴田 義博） 当該補助金は、

令和４年度弘前市消融雪施設管理運営費補助金交

付要綱に基づき、歩道融雪施設や消流雪溝の稼働

に係る費用を負担する団体に対して補助する事業

で、市が負担する交差点などの公共部分を除き、

消融雪施設の稼働に係る電気料及び灯油代を補助

対象経費として２分の１以内の範囲で交付するも

のとなっております。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

資料要請で、どういう団体にどれぐらいの額、

この補助金、合計で1033万8640円という額が、そ

の10団体にどんな割合で行っているのかなという

資料を要請させていただいて、まず一番上に弘前

駅前融雪管理組合というところに、大体300万円

ぐらいの補助金が行っているのですけれども、市

民から、私、昨年、もう２月に入る頃には融雪が

稼働していなかったのではないかという、１件だ

けではなく、１件、２件、あと何名かからかそう

いう問合せを頂いて、これがなぜそのようになっ

ていたのか教えていただけますでしょうか。

◎道路維持課長（柴田 義博） 駅前の歩道融雪

につきましては、昨年度、電気料の高騰を受け、

弘前駅前融雪管理組合から相談があり、協議し、

例年よりも短い稼働期間となったものでありま

す。

なお、市では歩行者の通行に支障とならないよ

う、歩道除雪により対応したところであります。
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◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

歩道除雪で対応していただいたということでし

たが、やはり駅前となると弘前の玄関口、顔にな

る場所でもありますし、あの辺はビジネスホテル

であったり、あとは駅、電車を利用してイトー

ヨーカードーに買物に行かれる高齢の方もたくさ

ん、私も歩いているのをよく見たことがありま

す。そこがやはり、ちょっと資金が足りなくなっ

たからといって、やはり途中で融雪が止まってし

まうようでは、歩道除雪はしていただいたと思う

のですが、一人が歩くくらいのスペースだったか

なという声も聞こえてきていたので、やはりあの

辺りはしっかり徹底して、去年は雪が一気に降っ

たということもあったと思うのですが、今年の雪

の量にも、いろいろ融雪できる期間は変わると思

うのですけれども、今後、去年のそういった私の

ところに声が届いていたようなことが今年以降な

るべくないように要望させていただいて、質疑を

終わりたいと思います。

◎７番（竹内 博之委員） 決算書132ページの

除排雪業務委託料について質疑を行います。

まずは、冬になるとよく聞くのが、どこどこの

業者のやっている路線はきれいに除雪をやってい

ると、うちらのほうは汚いとかという、多分、当

然なのですけれども、業者ごとに品質のばらつき

というのが一定程度あるのだろうというふうに思

うのですけれども、ある意味での品質管理みたい

なところを市としてどういうふうに行っているの

か、まず伺います。

◎道路維持課長（柴田 義博） 除排雪作業の品

質向上を図るため、委託期間中に関しまして、一

般除雪の出動については、周辺工区との情報共有

等をするよう指導しているほか、市の工区担当の

パトロールや市民の皆様の通報等により、除雪作

業が不備であることを市のほうで確認した場合

は、無償で受注者のほうに手直し作業をさせてお

ります。

また、業務期間終了後は、受注者に対しまし

て、道路除排雪業務成績評定要領に基づき、評定

を行っております。これは業務状況に係る履行管

理、安全管理、対外関係などを受注者ごとに評価

をして、その結果を受注者のほうに通知し、今後

の業務の改善となるよう指導しております。

◎７番（竹内 博之委員） 通信簿みたいな形で

やっていらっしゃるということで、ちょっと私と

して一つ懸念があるとすれば、今どんどん除雪を

担える事業者もですし、オペレーターが減ってい

るというのが大きな課題になっているので、成績

が低いから、せばやんねえじゃみたいなことも一

方では考えていかなければいけないのかなと思う

のですけれども、ただ、やはり公金を使っての市

民生活の道路なので、やはりきれいにやっていた

だくことにこしたことはないと。その上で、評定

が低いという判断をされた業者に対して、市とし

ての何らかの対応というか、指導とか、そういっ

たものがあるのかお聞きいたします。

◎道路維持課長（柴田 義博） 業務の評定につ

きましては、まず基準点を65点としておりま

す。50点を下回ると指名停止というふうにしてお

りまして、翌年度の除排雪業務には参加できませ

ん。

また、評定が50点以上65点未満の受注者が翌年

度入札に参加する場合は、業務改善計画書という

ものを提出していただくということを義務づけて

おります。評定が低かった内容の改善を図るとと

もに、２年連続で同様の評定を受けた場合には、

翌年度の除排雪業務に申請ができないと設定して

いるものであります。

市では、評定が基準に達しない受注者に対しま

して、減点となる具体的な内容を通知した上で、

業務を受注した翌年度の申請の際に、業務改善計
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画書に反映させ、改善に努めているところでござ

います。

◎７番（竹内 博之委員） 今、私の質疑の中

で、市民サービスを受ける側として除雪が汚いと

か、どこどこの業者はどうだとかという声がある

一方で、やはり除排雪業務を担ってくれていると

いうことへの感謝だったり、その当事者の方々は

どう思っているのかというのも重要だと思ってい

て、ちょっとここ一、二年で、実際にオペレー

ションしてくれる方からの話を聞くこともでき

て、一つ、いやこれ大事だなと思ったのが、朝早

く道路を除排雪してくれていると、一生懸命早起

きして道路に雪を投げるというのがあって、実

際、去年多分けんかになっているのですよね。オ

ペレーターの話を聞くと、やはり道路に雪を出さ

れると、通常１回、２回でかくのが３回、４回や

らなければいけなくなって、ほかにも行かなけれ

ばいけなくなって、結果として不十分な除排雪状

況になっているという言い分も、それ確かにある

なと思うので、これからは、今までもそうだった

と思うのですけれども、思いやりだったり、相手

を敬うことだったり、マナーだったりという、市

民サービスを受ける側のほうも、やはりそういう

意識の改革というか、考え方を変えていかない

と、自分だけがいいみたいなことには決してなっ

てはいけないなと思うので、せっかく課長に質疑

できるということで、ある意味の市民サービスを

受ける側のマナーとか、リテラシーみたいなとこ

ろをちょっとでも市のほうからでもアクションし

ていけばいいなと思うのですけれども、その点に

ついて見解をお伺いします。

◎道路維持課長（柴田 義博） 今の御質疑です

が、市のほうではまずホームページとか、広報ひ

ろさきのほうに雪を出さないでほしいという御協

力をまずお願いしております。ただ、実際、委員

がお話しするとおり、そういった道路に出すとい

うような話も受注者のほうからも伺っておりま

す。やはり、そこに関しては、除排雪に関して

は、市民と行政が一体になってやっていくべきも

のと私は思っておりますので、その辺もしっかり

と市民の方にもまた伝わるようにしていく。ま

た、どうしてもひどい部分に関しては、我々のほ

うで次の部分として検討していかなければいけな

いと思っているところであります。

◎７番（竹内 博之委員） 私も６月議会で、そ

れこそ蛯名議員も地域除雪ということで、やはり

自分たちの手の届く範囲でとか、持ち得るリソー

スを使って、業者任せではなくて地域の中で除排

雪をしていく仕組みだったり、そういう取組とい

うのが今後必ず必要だなと思うのです。やはり、

その地域除雪となると、どこに誰が住んでいるか

というのも顔が見えるわけですから、そういった

場面を通じて、市民サービスを受ける側のマナー

とかリテラシーみたいなところを醸成していくこ

とも、一体となってやっていければなと思います

ので、まず今年、私もでき得る一歩というのは実

践していこうと思うので、その際はいろいろと御

協力いただければと思います。

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上で、通告による

質疑は終了いたしました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、創和・公明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、櫻鳴会の御質

疑ありませんか。

◎１２番（齋藤 豪委員） 131ページから132

ページになるかと思います。説明書の175ペー

ジ、ただいま志村委員も質疑されておられまし

た。道路環境サポーター制度ということで、ラベ

ンダーというのが説明書の中に出てきたのです。

これ、７町会、１団体が一応関わっておられると
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いうことで、もし差し支えなければ、その町会、

団体をお知らせいただければと思います。

◎道路維持課長（柴田 義博） 活動団体は、令

和４年度現在で８団体あります。町会名でいきま

すと、宮園町会、城西町会連合会、宮園県営住宅

団地町会、早稲田南町会、県営住宅宮園第２町

会、青山町会、川先三丁目町会、末広二丁目ボラ

ンティア団体ということの８団体となります。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

それこそ、先ほどの千葉委員でしたか、櫻田市

長名で感謝状の一つも送っていただければと思い

ます。

実は私、昨日、北大通りから中央通りを抜け

て、土手町の交差点で止まっていて、私徳交差点

のところで止まったときに、中央分離帯のラベン

ダーが、私は植物学者ではないので分からないの

ですけれども、ラベンダーを植えていますという

看板が立っていました。その看板の下、どう見て

もこれ雑草だなというふうに思いました。さら

に、土手町の交差点のところでも信号で止まりま

した。やはり看板が立っているのです。ラベン

ダーの名前が書いてあったのですけれども、私は

今ネットでラベンダーの名前を検索したのですけ

れども、何か出てこなかったのです。やはり専門

家ではないのでラベンダーなのか雑草なのかとい

うふうな、私が畑で見る雑草にしか見えなかった

のですけれども。

あれ、結局、植え替えの時期も今検索したら、

４月と10月が植え替え適期だそうです。さらに、

中央分離帯は寄せ雪、冬の除雪、塩をまいた雪を

寄せると、やはり土壌成分が変わると思うので

す。その辺のところもしっかり考えてもらって。

ラベンダーがいいのか、さらにはそういう、ラベ

ンダーを見たら寒さには強いのですけれども暑さ

には弱いというようなことも書いてありました。

そういう弘前に適したラベンダーを選別して、あ

そこはすごく、北大通りは、以前ラベンダーが

しっかり植えられていたときには、６月には本当

にきれいなラベンダー通りだなというふうに私も

思いました。今、本当に虫食い状態で、残念なラ

ベンダー通りになっているなというふうな思いで

した。この件については、終わります。

続きまして、決算書138ページ、12節委託料、

都市計画基礎調査業務委託料ということで、都市

計画基礎調査ということなのですけれども、この

業務内容、また委託先、この基礎調査の結果をど

のように反映されていくのかお知らせください。

◎都市計画課長（今井 郁夫） 都市計画基礎調

査業務委託についてお答えいたします。

まず、業務内容でございますが、こちらは都市

計画に関する事項を決定、変更する際の基礎資料

とするために、おおむね５年ごとに行っている業

務でございまして、人口規模、産業分類別の就業

人口の規模、それから市街地の面積、土地利用、

それから交通量、そういった都市計画に関する事

項について、現況ですとか将来の見通しについて

調査を行うものとなってございます。

４年度の委託先でございますが、アジア航測株

式会社青森営業所となってございます。

それから、この調査の結果をどのように反映し

ているかということでございますが、この調査結

果につきましては、市街化区域及び市街化調整区

域、それから用途地域、都市施設等の計画策定や

見通しといった都市計画を決定する際の基礎資料

として活用しているということでございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） ということで、なか

なかすとんと落ちないところがあって、この決算

書には随分な額のお金が計上されているので、今

さら都市計画の基礎というところでも、ちょっと

分からない部分が多いのですけれども。後でしっ

かりと説明してもらいに伺いたいと思います。
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ということで、ここ同じところに、138ページ

であります。説明書は185ページになります。景

観重要建造物等保存・改修費助成事業ということ

で、説明書のほうには、今年度の交付先というこ

とで、開雲堂と弘前市中土手町商店街振興組合

(旧一戸時計店)というふうに書いてございます。

まず、指定候補への調査ということで、年間どれ

ぐらいこういう建造物を調査しておられるのかを

お聞かせください。

◎都市計画課主幹（佐藤 貴之） ただいまの御

質疑についてお答えします。

まずは令和４年度の調査についてお答えいたし

ます。令和４年度は開雲堂と旧一戸時計店であり

ますけれども、本調査は平成27年度から調査を

行っておりまして、旧一戸時計店、カトリック弘

前教会、大坂屋、高砂、そして平成29年度は開雲

堂、ひまわり、そして令和元年度は川﨑染工場、

令和４年度までは以上の件数を調査しておりま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） やはり古くて趣のあ

る建物が弘前には多いということで、こういう業

務も必要なのだろうなというふうに思いました。

参考までに、この旧一戸時計店はどのような改

修事業が行われて、今後どのように活用されてい

くのかお聞かせください。

◎都市計画課主幹（佐藤 貴之） 旧一戸時計店

の改修についてお答えいたします。

旧一戸時計店は、令和４年度、経年劣化が著し

い１階内装を往時の姿に再現いたしまして、事務

所、集会所兼見学施設とするために、また、破損

した時計棟の外観と時計機能を復旧するための修

繕工事を行いました。

◎１２番（齋藤 豪委員） それなりにお金を投

じていますので、しっかりと観光事業なり、しっ

かりと生かしていただければと思います。次に行

きます。

決算書141ページ、説明書は189ページになりま

す。弘前版図柄入りナンバープレート普及促進事

業、款項目は８款４項６目です。

私も１台、フルカラーで弘前の図柄を描いたナ

ンバープレートをつけさせていただきました。こ

の普及促進活動ということで、推進協議会に負担

金が支払われておりますけれども、どのような業

務をされておるのか教えてください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） この負担金につ

いては、西目屋村と弘前市がそれぞれ負担をして

おりまして、負担先が図柄入り弘前ナンバープ

レート推進協議会、こちらのほうに負担しており

ます。その活動内容なのですけれども、会議費に

関する費用とか、あと周知活動ということでチラ

シを作成したり、あと各販売店に来ていただいた

お客様にポケットティッシュを、図柄入りナン

バープレートの、そういったものを配るためにポ

ケットティッシュを作成して、そういった費用に

推進協議会として使っているところでございま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） 私もナンバーをお願

いしたときに、随分人気があって、取るのに時間

がかかるのだというふうな説明を受けたのですけ

れども、人気のほどはどのようなものでしょう

か。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 人気という、数

字ではちょっとなかなか出してはいないのです

が、交付した、普及率というのを国のほうでお示

ししておりまして、その普及率でいきますと、弘

前ナンバーというのは3.74％、こちら令和５年３

月31日現在の普及率でございます。ちなみに、こ

のナンバープレートの発行枚数なのですけれど

も、普通自動車が2,168台、それから軽自動車

が2,524台、合計で4,692台で、3.74％と。先ほど

人気というお話ではあったのですけれども、一応

その普及率の全国のランキングでいきますと、全
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国60地域あるのですが、その中で弘前ナンバーは

一応５位というところでの位置づけはしておりま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） やはり私も好きでつ

けたのですけれども、息子にはちょっと不評だっ

たのですけれども。ただ、弘前の岩木山と桜とお

城はすごくイメージがいいなと思うのですけれど

も、ただ一つだけ残念なのが、ナンバープレート

をつけると必ずビスをつけるのですけれども、

ちょうどそのビスが岩木山のてっぺんとお城のと

ころにぐさっと刺さるのです。後ろのナンバープ

レートに関しては、封印があって、それが大き

く、ちょうど岩木山の頭のところに来るのですよ

ね。弘前市民にとっての岩木山というのはきれい

な、三つのお山がしっかりときれいに並んでバラ

ンスがいいのが弘前市民にとってはきれいな、岩

木山というふうに思うのですけれども、うちの家

内は木造でして、木造から見ると岩木山の形が全

く違う、それが岩木山だというふうに言い張っ

て、ときどきもめたりするのですけれども。

ちょっと残念な、岩木山の隠れる部分が、あれ幾

らか下げるとかができるとすごくきれいに見える

のですけれども、あのナンバープレートというの

は時折マイナーチェンジとか、そういう機会とい

うのはないものでしょうか。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 先ほどのお話だ

と、岩木山の位置を少し下にずらすという御質疑

かと思っております。これ、少しでも図柄を変

更、ずらすということは、図柄の変更という扱い

になります。がらっと変えることも図柄の変更で

すし、少しずらすだけでも図柄の変更という位置

づけになります。この図柄の変更が、令和９年度

に図柄の変更を、判断することができることとし

ておりますが、それには要件がありまして、その

要件が、普及率が0.6％未満もしくは過去１年間

の申込件数が500枚未満というふうに、少し、や

はり普及が進んでいないところがどうしても、図

柄変更の要件の対象ということになっておりま

す。

弘前ナンバーの普及率、この高さといいます

か、普及率が3.74％というふうなところを考える

と、なかなかこの図柄の変更の要件には合致して

いないなというところで、この数字が順調にいけ

ば、弘前ナンバーは自動更新という扱いになるも

のでございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、日本共産党の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、弘前さくら未

来の御質疑ありませんか。

◎７番（竹内 博之委員） 弘南鉄道の部分、決

算書でいくと141ページ、弘南鉄道維持活性化事

業について何点か質疑をしていきます。

一般質問でも取り上げられてはいたのですけれ

ども、令和４年度決算を見て、支援計画をつくっ

ていて、その進捗とか、実際の数字というのです

か、実績の部分について、まずお伺いします。

◎地域交通課主幹（成田 孝行） 支援計画の進

捗と実績ということでございます。

まず、安全輸送対策の実績としまして、弘南鉄

道が修繕計画に従ってコンクリート枕木や道床交

換、線路や電気設備等の修繕を行ってきたものに

対しまして、令和３年度、令和４年度と支援して

まいりました。

令和７年度までの具体的な進捗状況を主なもの

で見ますと、橋梁改修では７か所中５か所を実施

し、進捗率71％、踏切遮断機更新では23か所中９

か所実施、進捗率39％、大鰐線のレール交換で

は800メートル中400メートルを実施し、進捗率50
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％となっております。

次に、利用促進事業の実績としましては、こち

らは事業者のほか、沿線の自治体、商工団体、観

光団体など、様々な関係者で構成される弘南鉄道

活性化支援協議会利用促進部会を設けまして、弘

南鉄道の中長期計画で実施予定の取組を基本とし

まして、具体策を検討し、進めております。令和

３年度、令和４年度と金魚ねぷた列車に代表され

る各種装飾列車の運行や定期券の割引キャンペー

ン、親子で楽しめる列車内での謎解きイベントの

実施、沿線協賛施設やイベントと連携した帰りの

運賃が100円になる弘南鉄道生活応援きっぷ「わ

にサポ」の拡大など、様々な施策を実施してまい

りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を

大きく受けておりまして、進捗としましては、利

用者数及び旅客運輸収入は目標値に届いていない

という状況になっております。

大鰐線の運行費補助につきましては、事業者に

おいて、収入確保と経費削減に努めたものの、新

型コロナウイルス感染症のほか、昨今の電力、物

価高騰の影響も大きく受けまして、令和３年度、

４年度とも欠損額が生じました。そこで、昨年度

と今年度、運行欠損補助を行っております。

支援計画に基づく当市の補助金の総決算額は、

令和３年度が7524万5000円、令和４年度が6914万

円となっております。

◎７番（竹内 博之委員） いろいろな外部要因

とか、コロナとか物価高ではあるのですけれど

も、もちろん公共交通を担ってくれているのは分

かるのですけれども、民間事業者ですから、世の

中の情勢とかの影響を受けて、それによって経営

の状況が変化するというのは何も弘南鉄道だけで

はないので、今後の意思決定の中において、やは

りそれだけ、それだけと言うとちょっと意地悪か

もしれませんけれども、やはりそういう社会情勢

も踏まえて、経営というのは当然かじ取りをして

いかなければいけないので、まずその点について

今、私の考えを述べさせていただきました。

その上で、支援計画は進捗率というか達成率み

たいなところがなかなか満たされていないと思う

のですけれども、それについて市の評価というの

は、どういうふうに見ているのかお伺いします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 市の評価という

ところですが、安全輸送対策については、それぞ

れ進捗率、先ほどのお話は、計画期間、例えば大

鰐線であれば５年間の中でのお話でしたので、３

年、４年でいきますと計画どおり進んでいる、一

部次年度に繰り越したりとか、例えば予算の範囲

の中で緊急度が低いものは工事をやめたりとか、

そういったところはありますけれども、おおむね

安全輸送対策というのは、しっかりやっていると

いうところでは評価しているところです。

◎７番（竹内 博之委員） 分かりました。

この前の一般質問のときに、何か銀行の人が傍

聴に来てたみたいなことをちらっと聞いたのです

けれども、私が心配しているのは、民間企業なの

で、キャッシュフローが回らなくなると、やはり

銀行の取引停止とかというのもあるのかなと思っ

ていて、そうなると公共交通そのものではなく

て、経営の話になってしまうので、当市も株主と

して出資していると思うのですが、決算が何月か

ちょっと分からないのですけれども、銀行からの

借入れは今現在、弘南鉄道はあるのですか。それ

が、もしかしたらずっと、長期の負債というか、

利払いだけしていることもあるとは思うのですけ

れども、そのキャッシュフローの部分で、今いろ

いろな社会情勢の中で返済が困難になったら、そ

もそも事業継続みたいな話は難しいのかなと思っ

ていて、実際この前、一般質問のときに、何か傍

聴に来てたのではないかみたいな話を聞いたの

で、ちょっとその点についても確認させてくださ

い。
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◎地域交通課長（羽賀 克順） 銀行からの借入

れというところでございますが、第112期営業報

告書のほうの資料の中では、令和５年３月31日現

在になるのですが、短期の借入金が１億5888

万6000円です。あと長期のほうも借入れがあるか

と思います。長期のほうが３億989万4500円とい

うのが借入れの状況になっております。

◎７番（竹内 博之委員） 今、この場で確認は

しないのですけれども、短期、長期の負債がある

と。それ、令和５年３月31日なので、多分５年間

ぐらい決算書を比べてみると、元金が減っている

のかどうかで、新たな借入れをしているのか、も

しくは借入れはあるのだけれども、恐らく利払い

しかしていないとかということも考えられるわけ

です。でも、本来は、元金返済は利益償還、利益

を上げてでないと返していけないので、だから本

当に経営状況を見る上での、市としても決算の分

析というのは必要なのかなと思います。これは、

後日、この場でどうこうではなくて、私もちょっ

と決算書を何年か比較して、その財務状況とかを

見てみたいなと思います。

その上で、幾つかしっかり確認しておかなけれ

ばいけないなというものがあって、この前の市長

答弁とか、ほかの議員の皆さんも一般質問で自ら

の考えとかも主張されていたと思うのですけれど

も、弘南鉄道大鰐線にしても、何にしても、最終

的な意思決定というのは市ではないと思うので

す。考えであったりとか予算措置というのは当然

議決を経て必要だと思うのですけれども、弘南鉄

道の意思を私は確認したことがなくて、恐らく経

営判断というか、最終的な判断というのは株主だ

と思うのですけれども、ちょっとその点につい

て、今後いろいろな決断、判断をしなければいけ

ないのは当然なのですけれども、ではその最終的

な意思決定というのはどこで誰が行うのかという

のを、ちょっとここで整理して答弁していただき

たいと思うのですけれども。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 最終的な意思決

定は、どこで誰がという御質疑かと思います。

運行そのものは、やはり鉄道事業者である弘南

鉄道かなとは思うのですけれども、一方で支援計

画のほうの意思決定というのは、当然弘前市のみ

ではなく、沿線の市町村との合意形成だというふ

うに考えております。そこで、どれだけ支援が可

能なのか、それとも可能な範囲の中で運行の継続

なのかというところで、運行自体は弘南鉄道が判

断するかと思っております。

ただ、弘前市含め沿線市町村では、どれだけ支

援ができるのか、それとも支援の内容はどういう

ところなのか、予算はどれぐらいなのかというと

ころの側面で意思決定はしていくものかと考えて

おります。

◎７番（竹内 博之委員） 本当にいろいろな形

で判断が難しいのかなと思うのですけれども、た

だ、その一方で、私もあまり鉄道を利用するタイ

プではないので、やはり公のお金を投じて公共交

通機関を守るというのは、もちろんその考え方自

体は否定するものではないのですけれども。

今、これまでの答弁とかを聞いていると、地域

の足としての重要性とか、そういう論点があると

思うのですけれども、代替輸送手段というものの

検討とか、それこそこの前、電車が脱線して、一

定期間電車に乗れなかったわけですよね。もし、

今後いろいろな……。

◎委員長（佐藤 哲委員） 竹内委員、今は４年

度の決算をしているので、その決算のほうからど

んどんどんどんずれていっていますので、その辺

を考えてください。

〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕

◎７番（竹内 博之委員） 決算からずれていま

すか。

◎委員長（佐藤 哲委員） ずれていますよ。私
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はそう考えます。（「何もずれていないよ」と呼

ぶ者あり）先のことよりも、４年度の決算のもの

を中心にして発言してください。

◎７番（竹内 博之委員） もう１回聞きます。

ごめんなさい。

この決算で、市がいろいろな公金を支出してい

るということですから、やはりそこに対して私た

ちは審査をする必要があると思っていて、もしか

したら今後難しい判断をせざるを得なくなるので

はないかという下で質疑しています。

その上で、やはりこれからの想定リスクという

ことは考える必要があると思うのですけれども、

その代替輸送手段のシミュレーションというので

すか、もし弘南鉄道の大鰐線なりが地域の足とし

て機能を、今後もしかしたらどうなるか分からな

いとなったときに、代替輸送手段のシミュレー

ションは行っているものですか。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 代替手段などの

シミュレーションというところでございますが、

恐らく一つの想定としてはバスで大鰐線のところ

を走るとか、また違った、電車ではない違うもの

で運行するとかというふうなところかと思いま

す。

今回、うちのほうとしても来年度以降、沿線市

町村や事業者と協議する材料の一つとして、そう

いった代替費用に係るものとかは調査していると

ころではございます。現在、基礎調査的なところ

ですので、今年度それを少しでも素材を拾い上げ

て、来年度そういったところも含めながら、どう

いった費用が一番効率的なのかという目線で、た

だ、その鉄道の収入とか経費とかというだけでは

なくて、鉄道が仮になくなった場合に、恐らく

違った側面でまた係る費用というのがあると思う

ので、そういったところも考慮してといいます

か、そういったところも考えて判断の一つとし

て、協議として進めていきたいと思っておりま

す。

◎７番（竹内 博之委員） そういうシミュレー

ションを取っていくということは本当に必要だと

思うので、比較対象になるものがなければ議会と

しても、それこそ予算執行の議決をするときの判

断基準がなければいけないと思うので、それは本

当に早急にお願いしたいなというのが一つと、あ

と思い出しました。それこそ今、客観的な判断を

するための材料は、我々としても今回決算審議で

すから最終的に同意を、議決を踏まえるわけです

から、この令和４年度の決算で、今、私は計画の

進捗とか達成率とかを聞かせていただきました。

もちろんその計画の進捗を見ての財政措置が適正

だったかどうかという判断はできるのですけれど

も、過去のこれまでの弘南鉄道への財政支出に関

しての議論を振り返ってみると、社会的価値でし

たか、社会的評価について、それこそ何も数値だ

けではないのだと、利用者だったり、運賃収入だ

けではなくて、鉄道路線があることによって社会

的な価値を、いわゆる金額換算すると黒字だみた

いな話があったと思います。それは、たしか令和

３年だ、私は予算委員会で聞いているのですけれ

ども、今回の４年度の決算に至るのですけれど

も、今その社会的な価値、評価というのはどう

なったのでしょうか。

◎地域交通課長（羽賀 克順） その社会的価値

なのですけれども、平成30年度に業務委託として

社会的価値評価を行いまして、まず内容のほうを

ちょっとお知らせしたいと思っているのですが、

この内容は、大鰐線を利用しない場合の代替交通

による所要時間とか費用、それから道路の交通

量、それからＣＯ₂などの環境面、また、そう

いったものを金銭化した結果、平成30年度の時点

では5500万円というふうな評価がありました。

その後、減っていくというのが、何というので

しょう、社会的割引率というのですか、そういっ
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たのが大体年４％というふうに、大体一般的にあ

るかと思っておりましたので、４％ずつ低減して

いくだろうというふうな算出で、平成30年度当

時、算出しておりました。

その業務の中で、平成30年度、西暦で言います

と2018年になるのですけれども、その2018年度で

は、そのときの運賃収入、それから社会的価値を

合わせれば、当時の経費よりは上回ると。それが

減っていっても、2032年までは経費を上回る、い

わゆる黒字になるだろうというふうなことである

という評価でありました。

令和３年第１回の答弁でも徐々に減っていくだ

ろうというふうなお話があったのですけれども、

やはりコロナの影響とかがありまして、平成30年

度当時には予想していなかった運賃収入が減った

りとか、また、昨今の物価、電力高騰というのも

ありましたので、経費もかさんでいるというとこ

ろもありますので、今同じ条件でそれを足し上げ

るというのはちょっと非常に難しいかなというふ

うには思っております。

先ほど私のほうでも答弁いたしました、その価

値を金銭化するという評価よりは、今国のほうで

は、その鉄道がなくなることによって、かかる費

用、要はコストの面でどういったコストがかかっ

ていくのかというところを足し上げて、先ほど委

員がおっしゃった今あるものと比較する、それで

どっちが効率的なのか、効果的なのかというふう

な指標を国のほうでも今進めているところであり

ますので、国が示しているそういったところを

我々のほうも今改めて評価していきたいなという

ふうに思っております。

◎７番（竹内 博之委員） これで終わります。

私もやはり公金、大切な税をどういうふうに運用

するかというか、市としての経営的な判断みたい

なことも、やはりいろいろな社会的な価値であっ

たり、今、課長がおっしゃっていただいたように

国の指標みたいなものを、やはり一つずつ比較し

ていった上で最終的な判断だったり決断が必要だ

と思います。

先ほどの答弁でも、沿線の自治体で支援するか

どうかの意思決定は自治体側にあるけれども、や

はり実際運行していただいているのは一民間企業

でありますので、そこの意思というのも、やはり

しっかり確認していく必要は当然あるのだろうな

と思いますので、私から最後にお願いしたいの

は、様々な指標、切り口、論点の中で、私たちも

いい、悪いというところの判断がしっかりできる

材料を提供していただくことと、やはりその一民

間事業者の意思みたいなところを確認していただ

き、今後の財政支出について考えていただければ

と思います。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、無所属議員の

御質疑ありませんか。

◎２６番（工藤 光志委員） ８款２項２目で

す。先ほど蛯名委員からもあったのですが、地域

除雪の関連。それから、最近、ずっと冬の除雪を

見ていれば凍結抑制剤がすごく多くなったなとい

うことを感じていました。その凍結抑制剤の供給

はどこでしているのか、道路維持課でやっている

のかどうか。量をお知らせください。

それから、地域除雪のことですが、町会等除雪

報償金があります。報償金は１メートル当た

り200円。業者に委託している１メートル当たり

の除雪費についてお知らせください。

◎道路維持課長（柴田 義博） まず、凍結抑制

剤のほうについて御説明いたします。

凍結抑制剤の散布につきましては、市の道路維

持課でやっているものであります。令和４年度の

凍結抑制剤の購入が、二つあります。まず、塩化
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カルシウムが7.75トン、塩化ナトリウムが1,378

トンということになっております。基本的に道路

のほうに散布するものは塩化ナトリウムというこ

とになっております。

除雪の業者の１キロ当たりの単価です。ＤＩＤ

ありとなしによってちょっと違うのですが、まず

標準的なもので御説明します。ＤＩＤありという

のが市街地のほうになります。これの一般除雪、

例えば生活道路の早朝の朝にかけて除雪するとい

うのが一般的になりますが、これが１キロ当た

り、税とか消費税とか諸経費が入りまして３

万3303円になっております。

◎２６番（工藤 光志委員） 各町会でこの地域

除雪、除雪が入らないところですよ。これが１

メートル当たり200円ということは、１キロ当た

り何ぼかと分かるよな。その報償金であれば、も

う高齢化して、自分たちの町会でやれないという

ところがいっぱいであるわけ。せめて、この一般

除雪の除雪費を出せれば、そこの町会で業者を頼

んで除排雪ができるのです。その辺のことを考え

られないか、まず一つ。

それから、この凍結抑制剤の、いわゆる自然環

境の塩害についての調査はしていますか。

◎道路維持課長（柴田 義博） まず、先に町会

等除雪報償金についてお答えします。

１メートル当たり200円ということですので、

１キロは、まず２万円ということになります。市

のほうとしては、基本的には４メートル以上の幅

があれば、市の除雪ということで一般除雪をして

おります。ただ、委員おっしゃるとおり幅が狭い

ところがありまして、４メーターから２メー

ター50まで、その間は市のほうで年に１回の排雪

はしておりますが、それ以下のところを多分委員

はおっしゃっていると思います。そこに関して

は、我々もなかなか作業はできないので、町会の

方々に、地元の方々に御協力いただきながらやっ

ているという実情になります。単価に関しては、

今後検討というのも考えていかないといけないか

なというところではあります。

続きまして、凍結抑制剤のほうをお答えしま

す。

凍結抑制剤に関しては、現在、環境調査という

のはちょっとしていないという状況にはなってい

ます。ただ、当然、ただまくというわけではなく

て、天候、気温、そういったものを加味しながら

まいております。また、２月とか、やはりあまり

気温が低くないときになってくるとまく量も減ら

すというようなことで、若干環境面というか、そ

ういった経済面も含めて実施しているところであ

ります。

◎２６番（工藤 光志委員） ここの決算説明書

を見れば、自主判断させているじゃな、業者に。

暖かくなればまく量も少なくなるといっても、道

路が真っ白になるほどまいているのだよ。まだ雪

も降っていないのに、夕方。もう既に。その辺の

ところ、現場確認をしていますか。ちゃんと確認

してやってください。これ以上聞きませんので、

あと要らないので。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって、８款土木費に対する質疑を終結いた

します。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、９款消防費に

対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎総務部長（番場 邦夫） ９款消防費の決算に

ついて御説明申し上げます。

144ページから147ページにかけての１項消防費

は、弘前地区消防事務組合負担金、消防団、消防

施設及び災害対策に係る経費であり、予算現額26
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億4195万1112円に対しまして、支出済額は25

億4874万4265円、翌年度繰越額は2855万6000円

で、6465万847円の不用額となっております。翌

年度繰越額は、自動車購入費に係るものでありま

す。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

144ページから145ページにかけての２目非常備

消防費１節報酬の2265万9456円は、観閲式の中止

により消防団員の訓練報酬などが見込みを下回っ

たことによるものであります。

146ページの３目消防施設費17節備品購入費

の2813万6250円は、消防ポンプ自動車の部品供給

遅延により車両の納入が見込めなかったことなど

によるものであります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本款につきまして

は、１名の質疑通告がございます。会派を指名い

たします。

創和・公明。

◎９番（竹浪 敦委員） 自分のほうから９款に

対して四つ質疑させていただきます。

まず最初に、９款１項３目、146ページになり

ます。工事請負費の消防屯所等整備工事、説明書

が193ページになります。今、工事請負費の部分

で質疑をさせていただきますが、この項目内でも

う一つ、同じ９款１項３目で負担金、補助及び交

付金で消防施設整備事業費補助金というのもあり

ます。どちらも屯所に関する設備の費用だと思い

ますが、この違いというものは何かちょっと教え

ていただきたいと思います。

◎防災課参事（西村 大樹） ただいまの消防屯

所整備事業の二つの違いについてお答えいたしま

す。

消防屯所等整備事業につきましては、市所有の

消防屯所の整備等の事業でございます。

もう一つ、消防施設整備事業費補助金につきま

しては、町会所有の消防屯所の整備等に対する補

助金となっております。

◎９番（竹浪 敦委員） 消防設備整備事業費補

助金、こちらが町会所有ということになっており

ますが、消防設備整備事業費補助金の補助率及び

上限額はどのようになっていますでしょうか。

◎防災課参事（西村 大樹） 消防施設整備事業

費補助金の補助率は、町会所有の消防屯所及び警

鐘台などの改修及び解体工事費に対して、補助

率80％を上限額として予算の範囲内で交付してお

ります。

◎９番（竹浪 敦委員） そうしますと、令和４

年度の決算において、どこの消防屯所に何が整備

されたのか、具体的にお願いいたします。

◎防災課参事（西村 大樹） 令和４年度の消防

屯所に何が整備されたのかということでございま

すが、４か所ございます。補助金につきまして

は、北地区団亀甲町、東長町の消防屯所と、和徳

地区団の、清野袋の消防屯所のほうの２か所につ

きましては、警鐘台撤去及びホース乾燥塔設置工

事となっております。

もう二つ、堀越地区団取上消防屯所の屋根改修

工事、それと東地区団堅田消防屯所になります

が、シャッターの取替え工事についての整備を対

象に補助金を交付しております。

◎９番（竹浪 敦委員） ありがとうございま

す。

私も消防団に所属しておりますが、地元の消防

団もいろいろな備品に対しての要望というのが、

よく私のほうにもお願いが来ますけれども、市と

して、各消防屯所から備品に対してどのような要

望が来ているかお聞かせください。

◎防災課参事（西村 大樹） 各消防屯所からの

備品に対しての要望ということでございますが、

まずは主なものを上げさせていただきます。まず

は消防ホースの更新、それと林野火災等で使う背

負い式の水嚢、オレンジ色のやつなのですけれど
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も、これの更新、あと消防団車両、消防団消防ポ

ンプの不備の改修というものが主になっておりま

す。

それと、あと今年度防寒衣の調査というのをし

ておりまして、これに関しても消防団からの要望

がございました。

◎９番（竹浪 敦委員） この消防の整備事業な

のですけれども、予算額に対して、今回の決算額

というのが若干オーバーしているのですよ、数字

上では。これは市としてはどのような見解かお答

え願います。

◎防災課参事（西村 大樹） 予算額に対して決

算額がオーバーしているということで、当市とし

ての見解といたしましては、まずは町会などから

の要望を基に予算を作成しているところでありま

す。ですが、消防屯所の年度途中の突発的な不具

合も多々ございます。それらに関しては、防災拠

点という維持管理が絶対必要であることから、財

政課との協議を踏まえまして、追加補正もしくは

流用対応というものを実施しております。

◎９番（竹浪 敦委員） ありがとうございま

す。今の項目に対しての質疑は終了いたします。

次に、９款１項４目委託料であります。水害・

水防対策支援事業委託料、147ページ、説明書

が194ページにあります。

この水害・水防対策支援業務委託料、去年も大

分水害で悩まされたことが多々ありますが、この

説明書を見て、ちょっといまいち、ぴんとこな

かったところがありますので、この事業内容を、

具体的に説明をお願いいたします。

◎防災課長（一戸 拓利） この事業は民間の気

象情報会社「ウェザーニューズ」に委託している

事業でありまして、24時間体制で当市の気象情報

を監視するというものでございます。ですので、

警報・注意報などが出たときは、夜間、休日問わ

ず、防災担当職員のほうにメールで発信してくる

というシステムがまず一つです。

あと、電話で直接、気象とか、その後の災害予

測とか、その辺を直接聞くことができるというの

がまず１点です。

あともう一つ、専用のウェブサイトがあっ

て、72時間先の降水量予測とか、あとは風向、風

速の予測を確認することができるというのがまた

１点あります。

あとは、台風の進路予測のページもありまし

て、気象庁とか米軍の予報を重ね合わせて見るこ

とができたりとか、あとは過去の類似の台風の状

況、そういうのも見ることができるということ

で、災害対応に資する情報を得られるシステムと

いうか、提供してもらえる事業というふうになっ

てございます。

◎９番（竹浪 敦委員） 先ほど自分が述べたよ

うに、昨年、大きな水害がありました。昨年の水

害時のときの活用はどのようにされたのか、答弁

をお願いします。

◎防災課長（一戸 拓利） 昨年の大雨のとき

は、この気象庁発表の気象情報、あとは県とか国

から発表される河川の水位とか、あとは土砂の災

害の情報、これに合わせてこの事業の降水量予測

を組み合わせて、我々、緊急安全確保などの避難

情報の発表、あとは避難所の開設の判断の参考に

活用してございます。

◎９番（竹浪 敦委員） ありがとうございま

す。この質疑も、これで終了いたします。次に行

きます。

次が、９款１項４目、これどこの部分になるか

分からないですが、説明書で言えば194ページ、

防災まちづくり推進事業というところになりま

す。これに関して質疑させていただきます。

防災マイスターの事業になっておりますが、防

災マイスター、私も何年くらい前ですか、私も受

講させていただいたのですが、防災マイスターの
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ここ５年くらいの認定者数を、ちょっとお答えを

お願いします。

◎防災課長補佐（樋口 英之） 防災マイスター

のここ５年間の認定者数につきましては、平成30

年度が26名、令和元年度が39名、令和２年度が42

名、令和３年度が40名、令和４年度が29名、合

計176名となっております。

◎９番（竹浪 敦委員） 結構な人数の方が受講

されているということですけれども、この認定時

点の受講者の職業というのはどういう方がいらっ

しゃるのか答弁をお願いいたします。

◎防災課長補佐（樋口 英之） 認定者の職業と

いうところでございますが、全体を見ますと、会

社員が最も多くて110名、割合でいきますと約28

％、続きまして公務員が51名、割合でいきます

と13％、そのほか学生が48名、自営業が26名、そ

のほか医療職、福祉職、また団体職員が続いてお

ります。

◎９番（竹浪 敦委員） この防災マイスターで

すけれども、受講されるのに何度も出て、結構時

間をかけて受講されていますが、認定された後、

そういう方々は主にどのような活動をしているの

か、答弁をお願いいたします。

◎防災課長補佐（樋口 英之） 認定後につきま

しては、御自身の地域の防災活動に携わっていた

だいているほか、当市で行っている小中学校の防

災教育という場面に講師で来ていただいて、活動

していただいているという状況でございます。

◎９番（竹浪 敦委員） 自分も地域で自主防災

組織を立ち上げようという同志の下、受講したの

をちょっと思い出したのですけれども、以上を

もってこの件の質疑は終了いたします。

続いて、その自主防災組織についてなのですけ

れども、最後、９款１項４目、147ページになり

ます、自主防災組織育成支援事業費補助金、説明

書が194ページについて質疑させていただきま

す。

こちらの説明書を見ますと、今回の交付が１件

で60万円となっておりますけれども、自主防災組

織育成支援事業費補助金、組織結成後１回限りの

支給とありますけれども、お金の使い道というの

は決まっているのでしょうか。お願いいたしま

す。

◎防災課長（一戸 拓利） こちら自主防災組織

の事業費補助金ですので、補助対象経費は補助金

の交付要綱で決まっておりまして、自主防災組織

が行う防災用資機材の整備に対する費用に対して

が対象になるということで、例えば避難用の資機

材であれば発電機とか投光器、あとは水防救出用

のものであればスコップとかロープ、あとは情報

収集・伝達用で無線とか、そういう形のものが対

象になるということで、そのほかに初期消火とか

救護、給食、給水、訓練、防災教育などに係る資

機材が対象になるものであります。

◎９番（竹浪 敦委員） この自主防災組織は、

特に弘前市ではまだ結成率が非常に低いというふ

うに認識しておりますが、市内の自主防災組織は

何団体でどのくらいの割合かなのですが、町会ご

との割合と、小学校学区にあたっての割合を

ちょっとこれ別々で答弁をお願いしてよろしいで

すか。

◎防災課長（一戸 拓利） 割合、令和５年９

月15日現在、今日ですけれども、87団体ありまし

て、小学校区別の結成率は90.6％です。なぜかと

言うと、32の小学校区に29の組織があるというこ

とで、これは大きく見えます。ただ、町会でいく

と326町会のうちの87団体ですので、26.6％とい

うことになります。

◎９番（竹浪 敦委員） やはり町会単位となる

と大分低い数字ではありますけれども、カバーす

る意味では、学区内では、先ほど答弁いただいた

ように90％以上あるというのは、今後災害あった
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ときには大分対応できるような数字であるとは思

います。ただ、やはり全国的に見ても、先ほど

おっしゃったように、自主防災組織というのがや

はり結成率が低いために拡大していく必要があり

ますが、これ最後の質疑になります。組織結成拡

大のため、どのようなことをしているか、市のほ

うの方針としての答弁をお願いいたします。

◎防災課長（一戸 拓利） 未結成のところに対

して、我々は結成に係る意向調査をしておりまし

て、町会の意向とか考え方のほうの確認をまずし

ております。まず、その意向をもって、結成を検

討している前向きな町会については、自主防災体

験研修会とかの研修の案内をまず出すと。あとは

我々が出向いて、結成に向けた説明会、説明をし

ていくというフォローアップをしております。

今後、そういう町会の意向というところを、結

果も踏まえながら、町会の意向をしっかり聞きな

がら、しっかりと我々もフォローしていきたいと

考えております。

以上です。

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上で、通告による

質疑は終了いたしました。

引き続き、無通告による質疑に入ります。順

次、会派を指名いたします。

まず、櫻鳴会の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、日本共産党の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、弘前さくら未

来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、創和・公明の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、無所属議員の

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって、９款消防費に対する質疑を終結いた

します。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） お諮りいたします。

本日の日程は、歳入までの審査になっておりま

すが、10款教育費以降、19日に繰り延べしたいと

思います。

これに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認

め、10款教育費以降を19日に繰り延べすることに

決定いたしました。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上をもって、本日

の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、19日午前10時開議

といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時５５分 散会〕


